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中
国
研
究
集
刊

柰
号
（
第
六
十
六
号
）

令
和
二
年
八
月

二
七
―
五
六
頁

中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察

―
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
を
手
が
か
り
に
し
て
―

菊

池

孝

太

朗

は
じ
め
に

中
国
思
想
史
に
お
け
る
重
要
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
鬼
神
」。
現
代
日
本
に
お
い
て
は

「
キ
ジ
ン
」
と
訓
ま
れ
、
節
分
の
鬼
遣
ら
い
で
退
治
さ
れ
る
角
の
生
え
た
鬼
な
ど
が
想

起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
鬼
神
が
有
す
る
性
質
の
一
面
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
。

中
国
に
お
け
る
鬼
神
は
、
狭
義
に
は
死
霊
や
祖
先
神
な
ど
を
指
し
、
ま
た
広
義
に
は
天

地
山
川
の
自
然
神
や
人
生
・
万
物
の
主
宰
者
、
厲
鬼
、
狐
狸
妖
怪
な
ど
、
様
々
な
要
素

を
内
含
す
る
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
鬼
神
を
ど
の
様
に
見
な
す
か
（
所
謂
「
鬼
神
観
」）
と
い
う
問
題
は
、
普
遍
的
か

つ
通
時
代
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
古
来
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
鬼
神
の
存
在

を
認
め
る
「
有
鬼
」
の
立
場
と
、
鬼
神
の
存
在
を
認
め
な
い
「
無
鬼
」
の
立
場
の
対
立

な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
鬼
神
観
に
関
し
て
は
、
中
国
内
外
を
問
わ

ず
に
古
来
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
多
数
の
研
究
論
著
が
著
さ
れ
て
き
た
。
近
年
の
主
要
な

研
究
論
著
と
し
て
は
、
銭
穆
「
中
国
思
想
史
中
之
鬼
神
観
」
（
『
新
亜
学
報
』
第
一
巻
第

一
期
、
一
九
五
五
年
）、
出
石
誠
彦
「
鬼
神
考
」（
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究(

増
補
版
）』

所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
三
年
）
、
永
沢
要
二
『
鬼
神
の
原
義
と
そ
の
演
進
』（
鳳

出
版
、
一
九
七
七
年
）
、
王
友
三
編
著
『
中
国
无
神
論
史
綱
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一

九
八
二
年
）、
牙
含
章
・
王
友
三
主
編
『
中
国
无
神
論
史
』
上
・
下
（
中
国
社
会
科
学
出

版
社
、
二
〇
一
一
年
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
１
）
。

一
方
、
中
国
古
代
（
特
に
先
秦
期
）
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
は
、
研
究
を
進

め
る
上
で
幾
つ
か
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
、
文
献
の
数
が
豊
富
な
中
近
世
以

降
と
比
べ
る
と
、
古
代
の
文
献
は
そ
の
数
自
体
が
極
め
て
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
代
を
対
象
と
す
る
鬼
神
観
の
研
究
は
、
こ
の
資
料
収
集
の
段
階
で
不
利
を
強
い
ら
れ

て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
資
料
も
、
長
い
年
月
を
経
て
幾
度
と
書
写
さ
れ
て
き
た
伝
世
文

献
で
あ
る
た
め
、
そ
の
流
布
の
過
程
で
文
章
が
改
竄
・
偽
造
さ
れ
る
こ
と
や
、
ま
た
編

集
段
階
で
他
の
文
章
が
混
在
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
上

の
問
題
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
は
停
滞
を
強
い
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
幸
い
に
も
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
新
資
料
、
即
ち
戦
国
楚
簡
が
、
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近
年
陸
続
と
中
国
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
楚
簡
の
中
に
は
、
伝
世
文
献
で
は
未
見

で
あ
っ
た
鬼
神
に
関
す
る
文
章
や
、
従
来
の
伝
世
文
献
で
は
記
述
が
希
薄
で
あ
っ
た
戦

国
前
中
期
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
文
献
も
、
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
楚
簡
を
新

た
な
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
中
国
古
代
を
対
象
と
す
る
鬼

神
観
の
研
究
の
、
再
検
討
及
び
再
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
戦
国
楚
簡
の
う
ち
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
以
下
、
上
博

楚
簡
と
記
す
）（
注
２
）

所
収
の
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
二
種
の
文
献
を

手
が
か
り
に
し
て
、
中
国
古
代
に
お
け
る
鬼
神
観
の
考
察
を
行
う
。
い
ず
れ
も
図
版
が

公
開
さ
れ
て
か
ら
既
に
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
文
献
で
は
あ
る
が
、
再
度
そ
の
鬼
神

観
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
解
釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
こ
の
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
に
は
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
と
異
な
る

立
場
か
ら
、
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
存
在
す
る
。
従
来

の
鬼
神
観
の
研
究
に
お
い
て
は
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
の
よ
う
な
人
事
を
重
視
し
て
現

実
に
志
向
す
る
思
想
家
集
団
が
「
無
鬼
」
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
鬼
」

論
の
思
想
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
儒
家
・
法
家
・
兵

家
を
基
軸
と
す
る
「
無
鬼
」
論
の
系
譜
の
他
に
、「
無
鬼
」
論
の
思
想
的
基
盤
を
形
成
し

た
別
の
系
譜
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
鬼
神
之
明
』

『
凡
物
流
形
』
は
、
楚
文
字
で
筆
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
楚
地
に
お
い
て
あ
る
程
度
浸

透
・
伝
搬
し
て
い
た
文
献
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
対

し
て
疑
念
を
表
明
す
る
よ
う
な
文
献
が
、
従
来
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
中
国
古
代
の
楚
地
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
楚

地
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、『
鬼
神
之
明
』

『
凡
物
流
形
』
は
、
従
来
の
通
説
を
再
検
討
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
に
て
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
を
釈

読
し
、
そ
こ
に
表
れ
た
鬼
神
観
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
こ
う
し
た
文
献

が
中
国
古
代
の
楚
地
に
受
容
さ
れ
た
理
由
を
検
討
し
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼

神
観
の
様
相
の
解
明
を
試
み
る
。

一

『
鬼
神
之
明
』
の
釈
読
と
考
察

本
章
で
は
、
上
博
楚
簡
第
五
分
冊
所
収
の
『
鬼
神
之
明
』
に
つ
い
て
、
釈
読
及
び
考

察
を
行
う
（
注
３
）
。

ま
ず
、
本
文
献
の
基
礎
情
報
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
注
４
）
。
整
理
者
は
、
曹

錦
炎
氏
で
あ
る
。
竹
簡
は
全
八
枚
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
融
師
有
成
氏
』
と
い
う
二
種
の

文
献
よ
り
な
る
。
前
篇
の
『
鬼
神
之
明
』
と
後
篇
の
『
融
師
有
成
氏
』
と
の
区
分
は
第

五
簡
に
あ
り
、
両
文
献
の
間
に
は
墨
節
が
引
か
れ
て
い
る
。
簡
長
は
約
五
三
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
三
道
編
線
で
、
下
端
は
平
斉
で
あ
る
。
残
存
す
る
文
字
数
は
、
両
文
献
を
合

わ
せ
て
一
九
七
文
字
。
第
一
簡
・
第
二
簡
・
第
四
簡
・
第
五
簡
は
、
上
下
に
断
裂
し
た

竹
簡
を
綴
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
第
一
簡
・
第
二
簡
は
文
字
に
欠
損
の
な

い
完
整
簡
で
あ
る
。
第
四
簡
は
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
（
五
字
目
は
、
残
存
部
分
よ
り

「
古
」
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）、
第
五
簡
も
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
が
あ
る
。
第
三

簡
は
上
下
の
断
裂
は
な
い
も
の
の
、
上
端
に
四
字
分
の
欠
損
が
あ
る
（
五
字
目
は
、
残

欠
部
分
よ
り
「
明
」
字
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
）。
整
理
者
は
、
以
上
の
第
三
簡
・
第
四

簡
・
第
五
簡
の
欠
損
部
分
を
、
前
後
の
文
章
よ
り
推
定
し
て
補
整
し
て
い
る
。
ま
た
、

第
一
簡
は
、
途
中
に
約
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
留
白
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
刪
削
し
た
痕

跡
が
あ
る
。
恐
ら
く
、
筆
写
者
が
こ
の
部
分
の
誤
写
に
気
付
き
、
そ
こ
を
削
除
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
簡
に
は
、
文
章
の
途
中
に
脱
落
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
墨
節
が

あ
る
。
恐
ら
く
、
篇
全
体
を
書
写
し
た
後
、
筆
写
者
が
脱
落
に
気
付
き
、
そ
こ
に
墨
節
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を
付
し
た
上
で
、
竹
簡
の
背
面
の
下
段
に
脱
落
し
た
文
章
（
一
三
字
）
を
補
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

本
文
献
は
無
題
で
あ
っ
た
た
め
、
竹
簡
の
主
題
と
な
る
内
容
か
ら
、「
鬼
神
之
明
」
と

命
名
さ
れ
た
。
整
理
者
は
、
本
文
献
は
対
話
文
で
あ
り
、
欠
失
し
た
冒
頭
部
分
に
「
説

話
者
」
と
な
る
人
物
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
論
題
は
「
鬼
神
に
は
明
知

で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
献
は
二
〇
〇
五
年
に
公
開
さ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
多
く
の

釈
読
や
内
容
に
関
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
し
て
、

本
文
献
の
性
質
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。
整
理
者
は
、
本
文
献
の
内
容
が
『
墨
子
』
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚
文
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
の

見
解
に
関
し
て
は
異
論
も
存
在
し
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
問
題
に
加
え
て
、
本
文
献

の
地
域
性
、
即
ち
本
文
献
の
執
筆
者
が
何
処
の
地
域
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い

て
も
考
察
し
、
本
文
献
の
性
質
の
よ
り
詳
細
な
解
明
を
試
み
た
い
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
第
一
節
に
て
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、

語
注
の
順
で
釈
読
を
行
い
、
第
二
節
に
て
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
の
性
質

や
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
観
等
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

な
お
、
本
文
献
の
釈
読
及
び
検
討
に
際
し
て
、
多
数
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
特

に
参
考
と
し
た
も
の
を
以
下
に
列
挙
す
る
（
注
５
）
。

Ａ
：
陳
偉
「
上
博
五
《
鬼
神
之
明
》
篇
初
読
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
一
八
日
）

Ｂ
：
李
鋭
「
読
上
博
五
札
記
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）

Ｃ
：
廖
名
春
「
読
《
上
博
五
・
鬼
神
之
明
》
篇
札
記
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六

年
二
月
二
〇
日
）

Ｄ
：
丁
四
新
「
上
博
楚
簡
《
鬼
神
》
篇
注
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
六
年
五
月
七
日
）

Ｅ
：
黄
人
二
「
上
博
蔵
簡
第
五
冊
鬼
神
之
明
試
釈
」
（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
七
年
二
月

一
七
日
）

Ｆ
：
西
山
尚
志
「
上
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
に
見
え
る
『
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
』

に
つ
い
て
」（
『
人
文
科
学
』
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
二
七
日
）

Ｇ
：
浅
野
裕
一
「
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
と
『
墨
子
』
明
鬼
論
」
（
湯
浅
邦
弘

編
『
上
博
楚
簡
研
究
』、
二
〇
〇
七
年
五
月
）

Ｈ
：
西
山
尚
志
「
上
海
博
楚
簡
『
鬼
神
之
明
』
訳
注
」
（
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
研

究
会
編
『
出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
）

本
章
で
は
、
各
先
行
研
究
を
注
記
す
る
際
に
、
論
者
と
上
記
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
を

対
応
さ
せ
て
提
示
す
る
（
例
：
陳
偉
Ａ
、
李
鋭
Ｂ
）。

第
一
節

『
鬼
神
之
明
』
釈
読

本
節
で
は
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の
順
で
『
鬼
神
之
明
』

の
釈
読
を
行
う
。
凡
例
と
し
て
、【
】
内
の
漢
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

□
内
の
字
は
、
残
簡
部
分
を
整
理
者
が
補
整
し
た
箇
所
で
あ
る
。［
］
内
の
字
は
、
第
二

簡
背
面
に
記
さ
れ
た
脱
文
で
あ
る
。
釈
文
内
の
「
①
、
②
」
等
の
番
号
は
、
本
節
の
語

注
の
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。

〔
原
文
〕

今
夫

神
又
所
明
又
所
不
明
則
㠯

賞
善
罰
暴
也
昔
者
堯

湯

義
聖
智

天
下
灋
之
此
㠯
貴
爲
天
子
【
一
】

又
天
下
長
年
又

後

遂
之
則

神
之

賞
此
明
矣

桀
受

萬
焚
聖
人
殺
訐
者
惻
百
眚

邦

［
此
㠯
桀
折
於
鬲
山

而
受
首
於
只

］
身
不

爲
天
下

則

【
二
】
神
之
罰
此
明
矣
。

五
子
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疋
者
天
下
之
聖
人
也
䲭

而
死

公
者
天
下
之

人
也
長
年
而

女
㠯

此
詰
之
則
善
者
或
不
賞
而
暴
【
三
】
者
或
不
罰
古

因
加
神
不
明
則
必
又
古

力
能
至
安
而
弗
爲

弗
智
也

力
古
不
能
至
安

或
弗
智
也
此
兩

者
枳

古
【
四
】
曰

神
又
所
明
又
所
不
明
此
之
胃

【
五
】

〔
釈
文
〕

今
夫
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
①
、
則
以
其
賞
善
罰
暴
②
也
。
昔
者
堯
舜
禹
湯
③
、
仁

義
聖
智
、
天
下
法
之
④
。
此
以
貴
爲
天
子
、
【
一
】
富
有
天
下
⑤
、
長
年
有
譽
⑥
、

後
世
述
⑦
之
。
則
鬼
神
之
賞
、
此
明
矣
。
及
桀
受
幽
厲
⑧
、
焚
聖
人
、
殺
諫
者
⑨
、

賊
百
姓
、
亂
邦
家
。［
此
以
桀
折
於
鬲
山
、
而
受
首
於
岐
社
⑩
］
身
不
没
⑪
爲
天
下

笑
。
則
鬼
【
二
】
神
之
罰
、
此
明
矣
。
及
伍
子
胥
者
、
天
下
之
聖
人
也
、
䲭
夷
而

死
⑫
。
榮
夷
公
者
、
天
下
之
亂
人
也
、
長
年
而
没
⑬
。
如
⑭
以
此
詰
之
、
則
善
者
或

不
賞
、
而
暴
【
三
】
者
或
不
罰
。
故
吾
因
加
⑮
鬼
神
不
明
。
則
必
有
故
。
其
力
能

至
焉
而
弗
爲
乎
。
吾
弗
知
也
。
意
⑯
其
力
固
不
能
至
焉
乎
。
吾
或
弗
知
也
。
此
兩

者
岐
。
吾
故
【
四
】
曰
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
。
此
之
謂
乎
。【
五
】

〔
書
き
下
し
文
〕

今
夫
れ
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有
り
と
す
る
は
、
則
ち
以
て
其
の
善
を
賞

し
て
暴
を
罰
す
。
昔
者
、
堯
舜
禹
湯
は
、
仁
義
・
聖
智
あ
り
て
、
天
下
之
に
法
る
。

む

か

し

此
を
以
て
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
ち
、
長
年
に
し
て

誉
ほ

ま

れ

有
り
、
後
世
之
を
述
ぶ
。
則
ち
鬼
神
の
賞
、
此
れ
明
ら
か
な
り
。
桀
受
幽
厲
及
び
て

は
、
聖
人
を
焚
し
、
諫
者
を
殺
し
、
百
姓
を
賊
し
、
邦
家
を
乱
す
。［
此
を
以
て
桀
は
鬲

山

れ

き

ざ

ん

に
折
ら
れ
て
、
受
は
岐
社
に
首
さ
ら
さ
れ
、
］
身
没
せ
ず
し
て
天
下
の
笑
い
と
為
る
。

き

し

ゃ

則
ち
鬼
神
の
罰
、
此
れ
明
ら
か
な
り
。
伍
子
胥
に
及
び
て
は
、
天
下
の
聖
人
な
る
も
、

䲭
夷
せ
ら
れ
て
死
す
。
栄
夷
公
は
、
天
下
の
乱
人
な
る
も
、
長
年
に
し
て
没
す
。
如

し

い

し
此
を
以
て
之
を
詰
わ
ば
、
則
ち
善
な
る
者
も
賞
せ
ざ
る
こ
と
或
り
て
、
暴
な
る
者

と

も
罰
せ
ざ
る
こ
と
或
り
。
故
に
吾
因
っ
て
鬼
神
の
不
明
な
る
を
加
う
る
な
り
。
則
ち

必
ず
故
有
り
。
其
の
力

能
く
至
れ
ど
も
為
さ
ざ
り
し
か
。
吾
知
ら
ざ
る
な
り
。

意

、

そ

も

そ

も

其
の
力
固
よ
り
至
る
能
わ
ざ
り
し
か
。
吾
或
い
は
知
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
両
者
は
岐

わ

か

る
。
吾
故
に
曰
く
、
「
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有
り
」
と
。
此
の
謂
い
か
。

〔
現
代
語
訳
〕

今
、
私
が
そ
も
そ
も
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
考

え
た
の
は
、
鬼
神
が
善
人
を
賞
し
て
悪
人
を
罰
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

昔
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
ら
は
、
仁
義
・
聖
智
が
あ
っ
て
、
天
下
の
人
々
は
彼
ら
を
規

範
と
し
た
。
そ
こ
で
堯
・
舜
・
禹
・
湯
ら
は
、
そ
の
貴
き
身
分
は
天
子
と
な
り
、
そ

の
富
裕
な
こ
と
は
天
下
を
保
有
し
、
長
寿
に
し
て
名
誉
を
維
持
し
、
後
世
ま
で
こ
れ

ら
は
述
べ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
鬼
神
が
善
人
を
賞
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
桀
、
紂
、
幽
、
厲
ら
に
及
ん
で
は
、
聖
人
を
焼
き
殺
し
、
諫
者
を
殺

し
、
百
姓
に
残
虐
な
行
い
を
し
、
国
家
を
混
乱
に
陥
れ
た
。
そ
の
た
め
、
桀
は
鬲
山

に
て
敗
れ
、
紂
は
岐
社
に
首
を
献
上
さ
れ
、
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天

下
の
笑
い
者
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
鬼
神
が
悪
人
を
罰
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
伍
子
胥
に
至
っ
て
は
、
天
下
の
聖
人
で
あ
っ
た
の
に
、
死
体
を

革
袋
に
入
れ
ら
れ
て
長
江
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
対
し
て
栄
夷
公
は
、
天
下
の
乱

人
で
あ
っ
た
の
に
、
寿
命
を
全
う
し
て
亡
く
な
っ
た
。
も
し
、
こ
の
事
例
を
も
っ
て

鬼
神
の
働
き
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
善
人
で
も
賞
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
悪
人
で

も
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
私
は
「
鬼
神
に
は

明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

は
必
ず
原
因
が
あ
る
は
ず
だ
。
鬼
神
の
力
と
し
て
は
で
き
た
が
、
あ
え
て
行
わ
な
か
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っ
た
の
か
。
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
鬼
神
の
力
は
元
々
そ
こ
ま
で
の
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
過
去
の
事
例
を
見
て
み

る
と
、
両
者
（
善
人
を
賞
し
て
悪
人
を
罰
す
る
場
合
と
、
善
人
を
賞
せ
ず
し
て
悪
人

を
罰
し
な
い
場
合
と
）
に
は
違
い
が
あ
る
。
故
に
、
私
は
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る

場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
言
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
た

の
で
あ
る
。

〔
語
注
〕

①
今
夫
鬼
神
有
所
明
有
所
不
明
…
…
文
中
に
度
々
か
登
場
す
る
「
明
」
字
に
つ
い
て
、

本
論
で
は
、「
明
知
・
明
察
」
の
意
で
解
釈
し
た
。
用
例
は
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に

「
故
に
鬼
神
の
明
は
、
幽
間
・
広
沢
・
山
林
・
深
谷
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
鬼
神
の
明

は
、
必
ず
之
を
知
る
（
故
鬼
神
之
明
、
不
可
爲
幽
閒
廣
澤
山
林
深
谷
。
鬼
神
之
明
、

必
知
之
）」
と
あ
る
。

②
賞
善
罰
暴
…
…
善
人
を
褒
賞
し
て
、
悪
人
を
懲
罰
す
る
こ
と
。
整
理
者
・
丁
四
新
Ｄ
・

西
山
Ｈ
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
墨
子
』
内
に
は
「
賞
善
罰
暴
」
や
、
そ
れ
と
ほ

ぼ
同
じ
用
法
（
「
賞
賢
罰
暴
」「
賞
賢
而
罰
暴
」「
賞
賢
如
罰
暴
」）
が
度
々
用
い
ら
れ

て
い
る
（
非
命
下
篇
、
尚
同
下
篇
、
明
鬼
下
篇
な
ど
）。
例
え
ば
、
天
志
下
篇
の
「
何

を
以
て
天
の
百
姓
を
愛
す
る
を
知
る
や
。
吾
は
賢
者
の
必
ず
善
を
賞
し
て
暴
を
罰
す

る
を
以
て
な
り
。
何
を
以
て
賢
者
の
必
ず
善
を
賞
し
て
暴
を
罰
す
る
を
知
る
や
。
吾

は
昔
者
の
三
代
の
聖
王
を
以
て
之
を
知
る
（
何
以
知
天
之
愛
百
姓
也
。
吾
以
賢
者
之

必
賞
善
罰
暴
也
。
何
以
知
賢
者
之
必
賞
善
罰
暴
也
。
吾
以
昔
者
三
代
之
聖
王
知
之
。
）
」

な
ど
で
あ
る
。

③
天
下
法
之
…
…
整
理
者
に
よ
れ
ば
、「
灋
」
字
の
省
略
し
た
形
が
「
法
」
字
で
あ
る
と

い
う
。
本
論
で
は
、「
規
範
と
す
る
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

④
堯
舜
禹
湯
…
…
「
堯
舜
禹
湯
」
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
四
人
の
聖
王
。
丁
四
新
Ｄ

ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
堯
舜
禹
湯
」
と
四
王
の
み
を
並
列
さ
せ
て
用
い
る
例
は
、

『
墨
子
』
尚
賢
上
篇
「
尚
し
堯
舜
禹
湯
の
道
を
祖
述
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
将
に
以
て

も

賢
を
尚
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
尚
欲
祖
述
堯
舜
禹
湯
之
道
、
將
不
可
以
不
尚
賢
）
」
の

一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、『
荀
子
』『
商
君
書
』『
戦
国
策
』『
説
苑
』
な
ど
の
文
献

に
も
、
「
堯
舜
禹
湯
」
の
四
王
を
併
称
す
る
用
例
が
存
在
す
る
た
め
、
墨
家
特
有
の

用
法
で
な
く
、
古
代
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
用
法
で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

浅
野
Ｇ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
墨
子
』
に
お
け
る
聖
王
の
並
称
は
、「
堯
舜
禹
湯
文

武
」
と
い
う
よ
う
に
、
前
述
し
た
四
王
に
周
の
文
王
と
武
王
と
を
加
え
た
用
法
な
ど
、

幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。

⑤
貴
爲
天
子
富
有
天
下
…
…
整
理
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
貴
爲
天
子
」「
富
有
天
下
」

の
用
例
は
『
墨
子
』
内
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
節
葬
下
篇
に
「
故
に
三
王
は
、

皆
な
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
（
故
三
王
者
、
皆
貴
爲

天
子
、
富
有
天
下
）
」
と
あ
り
、
ま
た
兼
愛
下
篇
に
も
「
湯
は
、
貴
き
こ
と
は
天
子

と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
（
湯
、
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
）
」
と
あ
る
。

ま
た
、
西
山
Ｈ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
墨
子
』
で
は
、
「
貴
爲
天
子
」
「
富
有
天

下
」
と
い
っ
た
用
法
を
、
非
命
下
篇
の
「
昔
三
代
の
暴
王
の
桀
紂
幽
厲
は
、
貴
き
こ

と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
つ
。
此
に
於
い
て
か
、
其
の
耳
目
の
欲

を
矯
む
る
而
わ
ず
し
て
、
其
の
心
意
の
辟
を

従

に
す
（
昔
三
代
暴
王
桀
紂
幽

お

さ

あ

た

ほ

し

い

ま

ま

厲
、
貴
爲
天
子
、
富
有
天
下
。
於
此
乎
、
不
而
矯
其
耳
目
之
欲
、
而
從
其
心
意
之
辟
）
」

の
よ
う
に
、
暴
王
に
用
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
前
者
の
聖
王
の
場
合
は
、
善
行
に
よ

っ
て
鬼
神
か
ら
賞
が
与
え
ら
れ
て
、
「
貴
爲
天
子
富
有
天
下
」
に
な
っ
た
と
い
う
意

味
で
、
後
者
の
暴
王
の
場
合
は
、
「
貴
爲
天
子
富
有
天
下
」
で
あ
っ
た
が
、
悪
行
に

よ
っ
て
鬼
神
か
ら
罰
が
降
さ
れ
た
と
意
味
で
あ
る
。
本
文
献
の
場
合
は
、
素
直
に
前
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者
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
長
年
有
譽
…
…
「
長
年
」
に
つ
い
て
、
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
は
、「
長
寿
」
の
意
味
と

し
、
廖
名
春
Ｃ
・
浅
野
Ｇ
は
「
長
期
間
」
の
意
味
と
し
、
整
理
者
は
両
方
の
可
能
性

を
挙
げ
る
。
丁
四
新
氏
は
『
史
記
』
等
の
記
述
を
も
と
に
、
堯
舜
禹
が
長
寿
で
あ
っ

た
こ
と
を
説
き
、
西
山
氏
は
、
本
文
献
に
お
け
る
堯
舜
禹
湯
の
「
長
年
に
誉
れ
有
り
、

後
世
之
を
述
ぶ
」
と
い
う
一
文
と
、
桀
紂
幽
厲
の
「
身
没
せ
ず
し
て
天
下
の
笑
い
と

為
る
」
と
い
う
一
文
が
対
句
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
点
か
ら
も
「
長
年
」

を
「
長
寿
」
の
意
で
と
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
本
論
で
は
、
文
意
と
し
て
妥
当
な

「
長
寿
」
説
に
従
っ
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
舉
」
字
と
し
、「
成
就
」
の
意
と
す
る
。
廖

名
春
Ｃ
・
丁
四
新
Ｄ
ら
は
、「
譽
」
字
と
し
、「
名
誉
」
の
意
と
す
る
。
本
論
で
は
、

文
意
と
し
て
妥
当
な
「
譽
」
字
で
解
釈
し
た
。

⑦
述
…
…
「
遂
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
遂
」
字
の
ま
ま
「
安
定
」
の
意
で
解
釈

す
る
説
と
、
「
述
」
字
と
読
ん
で
「
従
う
」
の
意
で
解
釈
す
る
説
と
を
挙
げ
る
。
対

し
て
、
西
山
Ｈ
は
「
述
」
字
で
読
み
、
「
述
べ
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
も
し
「
従

う
」
の
意
で
解
釈
す
れ
ば
、
堯
舜
禹
湯
が
賞
さ
れ
た
「
理
由
」
（
仁
義
・
聖
智
あ
り

て
、
天
下
之
に
法
る
）
を
後
世
の
人
々
が
倣
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
述
べ

る
」
の
意
で
解
釈
す
れ
ば
、
堯
舜
禹
湯
が
賞
さ
れ
た
「
理
由
」
と
「
結
果
」
（
此
を

以
て
貴
き
こ
と
は
天
子
と
為
り
、
富
む
こ
と
は
天
下
を
有
ち
、
長
年
に
し
て
誉
れ
有

り
）
と
を
共
に
人
々
が
後
世
に
述
べ
伝
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
文

の
桀
紂
幽
厲
の
「
天
下
の
笑
い
と
為
る
」
は
、
暴
王
ら
が
行
っ
た
悪
行
（
「
理
由
」）

に
よ
っ
て
鬼
神
に
罰
さ
れ
、
そ
の
「
結
果
」
と
し
て
「
此
を
以
て
桀
は
鬲
山
に
折
ら

れ
て
、
受
は
岐
社
に
首
か
け
ら
れ
、
身
没
せ
ず
」
に
な
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
理

由
」
と
「
結
果
」
と
が
共
に
天
下
の
笑
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
ろ
う
。

先
の
聖
王
の
文
章
と
こ
の
暴
王
の
文
章
と
は
、
対
比
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
聖
王
の
場
合
も
、「
理
由
」
と
「
結
果
」
と
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
、「
述
べ

る
」
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑧
桀
受
幽
厲
…
…
「
桀
受
幽
厲
」
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
四
人
の
暴
王
。「
受
」
字
は

「
紂
」
字
と
通
じ
、
殷
の
紂
王
を
指
す
（
注
６
）
。「
萬
」
字
は
「
厲
」
字
で
読
み
、
西

周
の
厲
王
を
指
す
。

整
理
者
、
浅
野
Ｇ
、
西
山
Ｈ
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
人
の
暴
君
を
並

称
す
る
例
は
、
『
墨
子
』
に
散
見
さ
れ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
天
志
上
篇
に
「
昔
三

代
の
聖
王
の
禹
湯
文
武
は
、
此
れ
天
意
に
順
い
て
賞
を
得
た
る
者
な
り
。
昔
三
代
の

暴
王
の
桀
紂
幽
厲
は
、
此
れ
天
意
に
反
し
て
罰
を
得
た
る
者
な
り
（
昔
三
代
聖
王
禹

湯
文
武
、
此
順
天
意
而
得
賞
者
也
。
昔
三
代
之
暴
王
桀
紂
幽
厲
、
此
反
天
意
而
得
罰

者
也
）」
と
あ
る
。

な
お
、
西
山
氏
に
よ
る
と
、「
桀
紂
幽
厲
」
の
四
字
で
併
称
す
る
例
は
、『
墨
子
』

内
に
一
五
例
あ
り
、
そ
の
他
の
先
秦
の
伝
世
文
献
に
は
、
『
管
子
』
『
慎
子
』
『
呂
氏

春
秋
』『
伊
文
子
』
等
に
数
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
、『
墨
子
』
が
極
端
に
多
い
。
ま
た
、

整
理
者
や
浅
野
Ｇ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
聖
王
の
「
堯
舜
禹
湯
（
文
武
）
」
と
暴
王

の
「
桀
紂
幽
厲
」
と
を
対
比
さ
せ
る
構
造
は
、
『
墨
子
』
の
み
に
見
ら
れ
る
用
法
で

あ
り
、
本
文
献
も
そ
の
用
法
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
留
意
す
べ
き
で
あ
る
（
注
７
）
。

⑨
焚
聖
人
殺
諫
者
…
…
「
焚
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
焚
」
字
の
ま
ま
で
「
焚
焼
・

重
刑
の
一
つ
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
例
と
し
て
『
史
記
』
殷
本
紀
に
見
え
る
「
炮
烙

之
法
」（
『
史
記
集
解
』
に
よ
る
と
、
盛
ん
に
燃
や
し
た
炭
火
の
上
に
、

膏

を
塗
っ

あ

ぶ

ら

た
銅
の
柱
を
置
く
。
そ
の
上
を
罪
人
に
歩
か
せ
る
と
、
膏
で
滑
っ
て
火
の
中
に
落
ち

焚
死
す
る
、
と
い
う
刑
）
を
挙
げ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
「
焚
」
字
の
ま
ま
「
焼
き

殺
す
」
の
意
で
解
釈
し
た
。
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「
訐
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
訐
」
字
の
ま
ま
「
そ
し
る
・
非
難
す
る
・
あ

ば
く
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
陳
偉
Ａ
・
丁
四
新
Ｄ
ら
は
、
「
訐
」
字
を
「
諫
」
字
に

改
め
る
。
ま
た
、
西
山
Ｈ
も
「
諫
」
字
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
説
の
補
強
と
し
て
、

『
説
苑
』
権
謀
篇
の
「
孫
伯
曰
く
、
『
昔
桀
は
諫
者
を
罪
し
、
紂
は
聖
人
を
焚
し
、

王
子
比
干
の
心
を
剖
く
（
孫
伯
曰
、
昔
桀
罪
諫
者
、
紂
焚
聖
人
、
剖
王
子
比
干
之
心
）
」

と
い
う
一
文
を
挙
げ
、
桀
が
「
諫
者
」
を
罪
し
た
と
い
う
記
述
が
伝
世
文
献
中
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
こ
の
権
謀
篇
に
は
、
紂
王
が
「
聖
人
を
焚

し
」
た
と
い
う
記
述
も
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
「
焚
」
字
で
「
焼

き
殺
す
」
の
意
と
す
る
解
釈
の
根
拠
と
な
り
得
る
。

⑩
此
以
桀
折
於
鬲
山
而
受
首
於
岐
社
…
…
「
折
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
折
」
字

が
『
説
文
』
で
「
斷
也
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
「
傷
つ
い
て
敗
れ
る
」
の
意
で
解
釈

す
る
。
本
論
も
こ
れ
に
依
る
。
「
鬲
山
」
は
地
名
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
伝
世

文
献
中
に
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
、
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
に
「
桀
乃
ち
之
れ
鬲
山

氏
に
逃
ぐ
。
湯
従
い
て
之
を
攻
む
る
或
り
（
桀
乃
逃
之
鬲
山
氏
。
湯
或
從
而
攻
之
）
」

お

と
あ
り
、
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
十
二
『
皇
王
部
七
』
に
引
く
『
尸
子
』
の
佚

文
に
「
桀
放
於
歴
山
」
と
あ
る
。
整
理
者
に
よ
る
と
、
「
歴
」
字
と
「
鬲
」
字
は
音

通
す
る
と
い
う
。
恐
ら
く
、
当
時
、
夏
の
桀
王
は
禹
と
戦
い
、「
鬲
山
」（
歴
山
）
に

て
敗
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
岐
社
」
と
は
、
周
王
の
一
族
の
宗
廟
と
社
稷
で
、
岐
山
に
設
け
ら
れ
た
。
『
墨

子
』
非
攻
下
篇
に
「
赤
鳥
は
珪
を
銜
み
、
周
の
岐
社
に
降
り
、
曰
く
、『
天
は
周
の

ふ

く

文
王
に
命
じ
て
殷
を
伐
ち
国
を
有
た
し
む
』
と
（
赤
鳥
銜
珪
、
降
周
之
岐
社
、
曰
、

天
命
周
文
王
伐
殷
有
國
）
」
と
あ
る
。
整
理
者
は
、
紂
王
の
首
級
を
岐
社
に
献
じ
た

記
録
が
古
書
に
は
見
え
な
い
と
説
い
て
い
る
が
、
西
山
Ｈ
は
、
『
逸
周
書
』
世
俘
篇

に
「
武
王
の
在
祀
た
る
や
、
太
師
は
商
王
紂
の
首
を
懸
く
る
白
旂
・
妻
の
二
首
を
か

く
る
赤
旂
を
負
い
、
乃
ち
以
て
先
ず
馘
入
り
、
周
廟
に
燎
す
（
武
王
在
祀
、
太
師
負

商
王
紂
懸
首
白
旂
妻
二
首
赤
旂
、
乃
以
先
馘
入
、
燎
于
周
廟
）
」
と
、
周
廟
に
て
紂

の
首
を
献
じ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
「
首
」
字
を
「
首
を
献
上
す
る
」
の
意

で
解
釈
し
、「
首
さ
ら
す
」
と
訓
ん
だ
。

⑪
身
不
没
…
…
「
身
不
没
」
は
、
整
理
者
・
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
が
指
摘
す
る
よ
う
に

「
天
寿
を
全
う
せ
ず
に
死
ぬ
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
用
例
は
、
『
左
伝
』
僖
公
二
二

年
「
楚
王
其
れ
没
せ
ざ
ら
ん
か
な
（
楚
王
其
不
沒
乎
）」
の
杜
注
に
、「
以
て
寿
終
せ

ず
（
不
以
壽
終
）」
と
あ
る
。

⑫
及
伍
子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
䲭
夷
而
死
…
…
「
伍
子
胥
」
は
楚
の
人
で
あ
る
。『
史
記
』

列
伝
の
ほ
か
、
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に
そ
の
記
事
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
伍
子
胥
の
一
族
は
代
々
楚
に
仕
え
て
い
た
が
、
楚
の
平
王
に
よ
っ
て
父
の
伍
奢

と
兄
の
伍
尚
が
謀
殺
さ
れ
た
た
め
、
伍
子
胥
は
呉
に
亡
命
し
、
そ
の
後
、
呉
王
闔
閭

の
重
臣
と
し
て
任
用
さ
れ
、
楚
の
都
・
郢
を
陥
落
さ
せ
る
な
ど
の
功
績
を
挙
げ
た
。

し
か
し
、
闔
廬
が
越
と
の
戦
い
で
戦
死
し
、
夫
差
が
王
位
に
即
く
と
、
夫
差
か
ら
嫌

疑
を
か
け
ら
れ
、
伍
子
胥
は
自
死
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
死
の
間
際
、
呉
が
越
に
滅

ぼ
さ
れ
る
と
発
言
し
た
こ
と
が
夫
差
の
怒
り
を
買
い
、
伍
子
胥
の
遺
体
は
埋
葬
さ
れ

ず
、
長
江
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
。

「
䲭
夷
」
は
、
革
嚢
の
こ
と
。
伍
子
胥
が
死
後
䲭
夷
に
入
れ
ら
れ
た
記
録
は
、『
史

記
』
伍
子
胥
列
伝
に
「
呉
王
之
を
聞
き
て
大
い
に
怒
り
、
乃
ち
子
胥
の
尸
を
取
り
て

以
て
䲭
夷
の
革
に
盛
り
、
之
を
江
中
に
浮
か
ば
し
む
。
（
吳
王
聞
之
大
怒
、
乃
取
子

胥
尸
盛
以
䲭
夷
革
、
浮
之
江
中
）」
と
あ
り
、『
史
記
集
解
』
で
は
、
こ
の
「
䲭
夷
」

に
つ
い
て
「
応
劭
曰
く
、
『
馬
革
を
取
り
て
䲭
夷
と
為
す
。
䲭
夷
は
、
榼
形
な
り
』

と
」
と
注
し
て
い
る
。
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「
聖
人
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
人
格
品
徳
が
最
高
の
人
」
と
し
、
廖
名
春
Ｃ

は
「
賢
能
の
人
」
と
す
る
。
前
者
の
場
合
で
は
、
父
や
兄
へ
の
復
讐
を
果
た
し
た
「
孝

悌
」
や
、
呉
王
に
対
す
る
「
忠
義
」
か
ら
「
聖
人
」
と
見
な
さ
れ
、
後
者
の
場
合
で

は
、
呉
の
富
国
強
兵
に
対
す
る
功
績
か
ら
「
聖
人
」
と
見
な
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
よ

う
。
た
だ
、
本
文
だ
け
で
は
何
方
の
意
図
か
判
断
で
き
な
い
た
め
、
本
論
で
は
両
者

の
意
図
を
含
み
、「
聖
人
」
の
ま
ま
で
解
釈
す
る
。

⑬
榮
夷
公
天
下
之
亂
人
也
長
年
而
没
…
…
「
榮
夷
公
」
は
、
西
周
末
の
人
物
で
あ
る
。

西
周
の
厲
王
の
執
政
を
行
い
、
利
益
の
独
占
を
好
ん
だ
た
め
、
民
衆
の
反
乱
を
招
い

た
と
さ
れ
る
（
注
８
）
。
整
理
者
は
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、「
榮
夷
公
」
と
「
傳

公
夷
」（
幽
王
の
臣
下
）
の
並
称
と
し
て
、「
榮
傳
公
」
と
読
む
説
も
挙
げ
て
い
る
が

（
「
矛
」
字
の
音
と
「
傳
」
字
の
古
音
は
近
く
、
音
通
す
る
）
、
本
論
で
は
、
「
榮
夷

公
」
と
し
て
解
釈
し
た
。

な
お
、『
墨
子
』
所
染
篇
に
は
、「
夏
の
桀
は
干
辛
・
推
哆
に
染
み
、
殷
の
紂
は
崇

侯
・
悪
来
に
染
み
、
厲
王
は
厲
公
長
父
・
栄
夷
終
に
染
み
、
幽
王
は
傅
公
夷
・
蔡
公

穀
に
染
む
。
此
の
四
王
は
、
染
む
る
所
当
ら
ず
。
故
に
国
は
残
せ
ら
れ
、
身
は
死
し

て
天
下
の
僇
と
為
る
。
天
下
の
不
義
辱
人
を
挙
ぐ
る
と
は
、
必
ず
此
の
四
王
の
者
を

称
す
」（
注
９
）

と
、
悪
臣
を
用
い
て
悪
に
染
ま
っ
た
四
王
（
桀
・
紂
・
幽
・
厲
）
を

挙
げ
、
そ
の
後
に
「
斉
の
桓
は
管
仲
・
鮑
叔
に
染
み
、
晋
の
文
は
舅
犯
・
高
偃
に
染

み
、
楚
の
荘
は
孫
叔
・
沈
尹
に
染
み
、
呉
の
闔
閭
は
伍
員
・
文
義
に
染
ま
り
、
越
の

句
践
は
范
蠡
・
大
夫
種
に
染
む
。
此
の
五
君
は
、
染
む
る
所
当
た
る
。
故
に
諸
侯
に

霸
と
な
り
、
功
名
は
後
世
に
伝
う
」
と
（
注

）
、
良
臣
を
用
い
て
覇
者
と
な
っ
た
五

10

覇
（
斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
・
楚
の
荘
王
・
呉
の
闔
閭
・
越
の
勾
践
）
を
挙
げ
、
両

者
を
対
比
さ
せ
る
文
章
が
存
在
す
る
。
こ
の
悪
臣
の
例
と
し
て
栄
夷
終
（
栄
夷
公
）

を
挙
げ
、
ま
た
良
臣
の
例
と
し
て
伍
員
（
伍
子
胥
）
を
挙
げ
る
点
は
、
本
文
献
と
一

致
し
て
い
る
。
西
山
Ｈ
に
よ
る
と
、
先
秦
の
伝
世
文
献
に
お
い
て
、
良
臣
と
悪
臣
と

の
対
比
で
、
伍
子
胥
と
栄
夷
公
と
を
対
比
さ
せ
る
用
例
は
、
こ
の
『
墨
子
』
所
染
篇

以
外
で
は
『
呂
氏
春
秋
』
當
染
篇
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
。

「
乱
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
秦
の
伝
世
文
献
中
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
文
意
か

ら
推
察
す
る
に
、
恐
ら
く
上
記
の
「
聖
人
」
と
相
対
す
る
概
念
で
あ
ろ
う
。

⑭
如
…
…
整
理
者
は
、「
女
」
字
を
「
汝
」
字
と
し
、
二
人
称
の
意
で
解
釈
す
る
。
一
方
、

丁
四
新
Ｄ
は
整
理
者
が
本
文
献
を
「
対
話
文
」
と
判
断
し
た
こ
と
、
竹
簡
が
断
裂
し

て
い
る
こ
と
か
ら
押
し
広
げ
て
「
冒
頭
部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
見
な
し
た

こ
と
に
間
違
い
が
あ
る
と
し
、
そ
も
そ
も
本
文
献
は
対
話
文
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

陳
偉
Ａ
の
「
女
」
字
を
「
如
」
字
と
し
て
「
仮
定
」
の
意
で
解
釈
す
る
説
を
と
る
。

西
山
Ｈ
も
「
女
」
字
を
「
如
」
字
と
読
み
、
該
当
部
分
と
類
似
す
る
表
現
と
し
て
、

『
墨
子
』
非
命
下
篇
の
「
天
下
の
治
む
る
や
、
湯
武
の
力
な
り
。
天
下
の
乱
る
る
や
、

桀
紂
の
罪
な
り
。
若
し
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
夫
の
安
危
治
乱
は
上
の
政
を
為

す
に
存
る
な
り
。
則
ち
夫
れ
豈
に
命
有
り
と
謂
う
べ
け
ん
や
（
天
下
之
治
也
、
湯
武

之
力
也
。
天
下
之
亂
也
、
桀
紂
之
罪
也
。
若
以
此
觀
之
、
夫
安
危
治
亂
存
乎
上
之
爲

政
也
。
則
夫
豈
可
謂
有
命
哉
）
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
西
山
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の

非
命
下
篇
の
よ
う
に
、
前
文
に
人
物
の
例
を
挙
げ
た
後
、
そ
こ
か
ら
後
文
の
結
論
へ

と
帰
納
す
る
際
、
そ
の
間
に
「
若
以
此
觀
之
」
と
い
っ
た
仮
定
を
意
味
す
る
こ
と
ば

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
と
同
型
で
あ
る
本
文
献
の
場

合
も
、
同
様
に
仮
定
の
言
葉
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
本
文
献
は
対
話
文
で
は
無
く
、
あ
る
人
物

が
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合
と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
論

じ
た
文
章
で
あ
る
と
推
定
し
、「
如
」
字
で
と
っ
て
仮
定
の
意
と
解
釈
し
た
。

⑮
故
吾
因
加
…
…
整
理
者
は
、
「
加
」
字
を
「
嘉
」
字
と
し
、「
賛
同
」
の
意
で
解
釈
す
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る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
前
文
の
事
例
（
善
人
で
も
賞
さ
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
、
悪
人
で
も
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
）
」
に
対
し
て
、
論
者
が
ま
ず

賛
同
し
、
そ
の
後
に
続
け
て
「
鬼
神
が
不
明
」
で
あ
る
こ
と
に
は
原
因
が
あ
る
と
主

張
し
た
、
と
い
う
文
意
に
な
る
。

一
方
、
廖
名
春
Ｃ
・
丁
四
新
Ｄ
・
西
山
Ｈ
は
、
「
加
」
字
の
ま
ま
「
～
を
付
け
加

え
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。「
加
」
字
の
掛
か
る
範
囲
に
つ
い
て
、
廖
名
春
氏
は
「
鬼

神
不
明
則
必
有
故
」
ま
で
と
し
、
丁
四
新
氏
・
西
山
氏
は
、
「
鬼
神
不
明
」
ま
で
と

す
る
。
前
者
の
場
合
は
、「
故
に
、
私
は
『
鬼
神
に
は
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
れ
ば
、

必
ず
理
由
が
あ
る
』
と
い
う
考
え
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
な
り
、
後
者
の
場

合
は
、
「
故
に
、
私
は
『
鬼
神
に
は
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
』
と
い
う
考
え
を
付

け
加
え
た
の
で
あ
る
」
と
な
る
。
本
文
献
の
論
題
は
「
鬼
神
に
は
明
知
で
あ
る
場
合

と
明
知
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
た
め
、
論
者
が
付
け
加
え
た
部
分
は
、

伍
子
胥
や
栄
夷
公
な
ど
を
例
と
す
る
「
鬼
神
の
明
知
で
な
い
場
合
」
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
「
加
」
字
の
ま
ま
「
～
を
付
け
加
え
る
」

の
意
で
と
り
、
そ
の
掛
か
る
範
囲
を
「
鬼
神
不
明
」
ま
で
と
解
釈
し
た
。

⑯
意
…
…
「
意
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
推
測
、
予
想
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
丁

四
新
Ｄ
・
黄
人
二
Ｅ
ら
は
「
そ
も
そ
も
（
抑
）」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
、「
そ

も
そ
も
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

第
二
節

『
鬼
神
之
明
』
考
察

本
節
で
は
、
前
節
の
釈
文
を
も
と
に
、『
鬼
神
之
明
』
の
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
本
文
献
の
性
質
で
あ
る
が
、
有
力
と
さ
れ
て
い
る
の
は
『
墨
子
』
の
佚
文
と

す
る
説
で
あ
る
。
整
理
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
文
献
と
『
墨
子
』
に
は
多
く
の
類
似

点
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
そ
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
文
献
で
説
か
れ
る
鬼
神
は
、
人
間
社
会

を
監
視
す
る
明
知
を
有
し
、
人
々
の
行
い
の
善
悪
に
応
じ
て
吉
凶
禍
福
を
与
え
る
存
在

で
あ
り
、
こ
れ
は
『
墨
子
』
の
明
記
論
に
て
説
か
れ
る
鬼
神
と
一
致
し
て
い
る
。
例
え

ば
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
て
、
墨
子
が
国
家
を
治
め
万
民
を
利
す
る
為
に
鬼
神
信
仰
の

必
要
性
を
説
い
た
一
節
に
、「
是
を
以
て
吏
官
府
を
治
む
る
の
絜
廉
な
ら
ず
、
男
女
の
別

無
し
と
為
す
者
、
鬼
神
之
を
見
る
。
民
の
淫
暴
・
寇
乱
・
盜
賊
を
為
し
、
兵
刃
・
毒
薬
・

水
火
を
以
て
、
罪
無
き
人
を
道
路
に
退
め
、
人
車
馬
衣
裘
を
奪
い
て
以
て
自
ら
利
す
る

と

ど

者
、
鬼
神
之
を
見
る
有
り
。
是
を
以
て
吏
官
府
を
治
む
る
や
、
敢
て
絜
廉
な
ら
ず
ん
ば

あ
ら
ず
、
善
を
見
て
敢
て
賞
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
暴
を
見
て
敢
て
罪
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

…
…
是
を
以
て
天
下
治
ま
る
。
故
に
鬼
神
の
明
は
、
幽
間
・
広
沢
・
山
林
・
深
谷
を
為

す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
明
必
ず
之
を
知
る
。
鬼
神
の
罰
は
、
富
貴
・
衆
強
・
勇
力
・
強

武
・
堅
甲
・
利
兵
を
為
す
べ
か
ら
ず
、
鬼
神
の
罰
必
ず
之
に
勝
る
。
」（
注

）
と
あ
る
。『
墨
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子
』
に
お
け
る
鬼
神
は
、
常
に
人
間
社
会
を
監
視
し
、
そ
の
明
知
は
奥
深
い
と
こ
ろ
や

広
い
沢
、
山
林
や
深
谷
で
あ
っ
て
も
必
ず
及
び
、
悪
人
に
対
し
て
降
す
罰
は
、
富
貴
や

武
力
で
は
遮
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
超
越
的
な
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
。

本
文
献
で
も
、
鬼
神
を
こ
う
し
た
「
人
生
・
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
と
し
て
見
な
し
て

お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
鬼
神
観
だ
け
で
な
く
、
本
文
献
の
用
法
や
思
想
が
『
墨
子
』
と
類

似
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
前
節
の
語
注
に
も
度
々
示
し
て
き
た
。
用
法
に
関
し
て
言

え
ば
、「
賞
善
罰
暴
」「
貴
爲
天
子
」「
富
有
天
下
」「
桀
紂
幽
厲
」
の
よ
う
に
、『
墨
子
』

に
多
く
見
ら
れ
る
用
法
が
、
本
文
献
中
に
散
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
思
想
に
関
し
て
言
え
ば
、
古
の
「
聖
王
」
と
「
暴
王
」
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の

行
い
の
違
い
に
よ
っ
て
「
鬼
神
」
が
「
賞
」「
罰
」
を
降
し
た
と
説
く
点
や
、
個
人
の
禍

福
に
対
し
て
「
鬼
神
」
の
働
き
（
賞
罰
）
を
介
入
さ
せ
て
解
釈
す
る
点
、
そ
の
例
と
し
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て
古
の
君
王
を
用
い
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
多
数
の
類
似
点
は
、
本
文

献
が
墨
家
に
関
連
す
る
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

浅
野
Ｇ
は
、
整
理
者
と
同
様
に
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
に
お
け
る
佚
文
と
推
測
し
た

上
で
、
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
何
処
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
結
論
と
し

て
以
下
の
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、『
墨
子
』
耕
注
篇
以
下
の
説

話
類
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
浅
野
氏
は
、
本
文
献
を
対
話
文
と
見
な
し
て

い
る
た
め
、
仮
に
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
説
話
類
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
論
者

は
墨
子
で
、
相
手
は
無
鬼
を
主
張
す
る
立
場
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
墨
子
』
の
説

話
類
の
中
に
、
墨
子
と
儒
者
の
公
孟
と
の
鬼
神
に
関
す
る
議
論
や
、
鬼
神
に
対
し
て
疑

念
を
抱
い
た
門
人
と
墨
子
と
の
問
答
等
（
注

）

が
存
在
す
る
こ
と
が
、
こ
の
説
の
根
拠

12

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、『
墨
子
』
の
先
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
る
親
士
・
修
身
・
所
染
等
の

諸
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
献
に
見
ら
れ
る
聖
王
の
堯
舜

禹
湯
と
暴
王
の
桀
紂
幽
厲
と
の
対
比
や
、
伍
子
胥
と
栄
夷
公
の
対
比
な
ど
が
、
上
記
の

諸
篇
に
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
現
在
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
『
墨
子
』

明
鬼
上
篇
か
明
鬼
中
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。

一
方
、
李
鋭
Ｂ
は
、
明
鬼
を
主
張
し
た
い
墨
子
が
、
わ
ざ
わ
ざ
鬼
神
に
不
明
な
と
こ

ろ
が
あ
る
と
主
張
す
る
文
章
を
明
鬼
篇
中
に
入
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
明

鬼
上
篇
か
明
鬼
中
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
浅
野
氏
は
、
そ
も
そ
も
明
鬼
論
自
体
が
立
証
の
困
難
な
議
題
で
あ
り
、
正
面
か
ら

の
質
問
に
対
し
て
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
、
本
文
献
が
明
鬼
中
・
下
篇
で

あ
っ
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
根
拠
と
し
て
、
浅
野
氏
は
、
明
鬼
下

篇
に
「
若
し
鬼
神
を
し
て
請
に
亡
か
ら
し
む
も
、
是
れ
乃
ち
其
の
為
る
所
の
酒
醴
粢
盛

の
財
を
費
や
す
の
み
。
且
つ
夫
れ
之
を
費
や
す
は
、
特
だ
之
を
汙
壑
に
注
ぎ
て
之
を
棄

つ
に
非
ざ
る
な
り
。
內
は
宗
族
、
外
は
鄉
里
、
皆
な
得
て
具
に
之
を
飲
食
す
。
鬼
神
請

に
亡
か
ら
し
む
る
と
雖
も
、
此
れ
猶
お
以
て
驩
を
合
わ
せ
衆
を
聚
め
、
親
を
郷
里
に
取

る
べ
し
」（
注

）

と
、
遂
に
は
墨
子
自
身
が
「
無
鬼
」
論
を
主
張
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
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た
一
文
を
、
実
例
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
浅
野
氏
の
説
を
取
り
上
げ
て
み
た
が
、
果
た
し
て
本
文
献
は
『
墨

子
』
の
佚
文
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
の
立
場
と
し
て
は
、
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚

文
と
す
る
説
に
は
従
わ
ず
、
墨
家
の
後
学
の
手
に
よ
る
著
作
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
支

持
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
文
献
を
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
な
い
と
考
え
た
理
由
に

つ
い
て
、
以
下
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
浅
野
氏
は
本
文
献
を
対
話
文
と
し
た
上
で
、『
墨
子
』
耕
注
篇
以
下
の
説
話
類

の
佚
文
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
節
の
語
注
⑭
で
も
示
し

た
よ
う
に
、「
女
」
字
を
二
人
称
の
「
汝
」
字
で
は
無
く
、
仮
定
の
「
如
」
字
と
解
釈
す

れ
ば
、
必
ず
し
も
本
文
献
が
対
話
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
既
に
浅
野
氏
も
説
い
て
い
る
が
、
墨
子
は
門
人
や
或
い
は
論
敵
に

対
し
て
は
「
汝
」
と
は
称
さ
ず
に
、
い
ず
れ
の
場
合
も
「
子
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、『
鬼
神
之
明
』
の
「
女
」
字
が
「
汝
」
字
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
墨
子
』

の
説
話
類
の
佚
文
と
し
て
は
疑
問
が
残
り
、
ま
た
「
如
」
字
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

も
そ
も
対
話
文
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
浅
野
氏
は
、
明
鬼
下
篇
に
お
い
て
墨
子
自
身
が
遂
に
は
「
無
鬼
」
論
を
主
張

す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
実
例
が
あ
る
た
め
、
本
文
献
が
明
鬼
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と

し
て
も
問
題
が
無
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に

墨
子
は
「
無
鬼
」
の
立
場
を
と
る
門
人
や
論
敵
に
対
し
て
、
明
言
を
避
け
る
回
答
を
す

る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
た
だ
論
点
を
逸
ら
す
だ
け
で
な
く
、
墨
子
は
し
っ
か
り
と
反
駁

の
姿
勢
を
も
っ
て
回
答
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
し
た
明
鬼
下
篇
の

「
若
し
鬼
神
を
し
て
請
に
亡
か
ら
し
む
も
…
…
」
と
い
う
墨
子
の
回
答
を
例
に
と
る
と
、

そ
も
そ
も
質
問
者
の
質
問
が
「
鬼
神
を
信
ず
る
こ
と
が
親
の
利
や
孝
子
の
害
に
な
る
の

で
は
な
い
か
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
墨
子
の
回
答
が
「
鬼
神
が
い
た
と
す
れ
ば
、
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自
身
の
祖
先
神
で
あ
る
鬼
神
に
飲
食
し
て
も
ら
え
る
利
益
が
あ
り
、
た
と
え
鬼
神
が
い

な
く
て
も
郷
里
の
人
々
で
飲
食
し
、
親
密
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
答
に
お
け
る
墨
子
は
、
あ
く
ま
で
鬼
神
が
「
い
る
場
合
」
と
「
い
な
い
場
合
」
の
利

益
の
差
に
相
違
が
無
い
こ
と
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
取
っ
て
墨
子
が
「
無
鬼
」

論
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
、
多
少
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
一
方
、
本
文
献
の
論
者
は
「
其
の
力
能
く
至
れ
ど
も
為
さ
ざ
り
し
か
。
吾
知
ら
ざ

る
な
り
。
意
、
其
の
力
固
よ
り
至
る
能
わ
ざ
り
し
か
。
吾
或
い
は
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
、

鬼
神
の
力
の
有
無
を
問
う
た
上
で
、
自
身
は
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
回
答

の
放
棄
で
あ
り
、
明
言
を
避
け
な
が
ら
も
、
質
問
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
反
駁
の
姿
勢

を
見
せ
る
墨
子
の
態
度
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
た
、『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
に
「
則

ち
此
れ
言
う
こ
こ
ろ
は
、
鬼
神
の
賞
す
る
所
、
小
と
無
く
必
ず
之
を
賞
す
。
鬼
神
の
罰

す
る
所
、
大
と
無
く
必
ず
之
を
罰
す
」（
注

）

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
献
の
「
善
な
る

14

者
も
賞
せ
ざ
る
こ
と
或
り
て
、
暴
な
る
者
も
罰
せ
ざ
る
こ
と
或
り
」
と
い
う
一
文
と
相

反
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
本
文
献
が
明
鬼
篇
の
佚
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
連
続

す
る
同
じ
明
鬼
篇
の
中
に
、
こ
れ
程
ま
で
に
思
想
の
異
な
る
文
章
が
あ
っ
た
と
は
考
え

難
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
た
結
果
、
本
論
で
は
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
な
い
と
考
え

た
（
注

）
。
で
は
、
墨
家
に
関
係
し
、
ま
た
『
墨
子
』
の
佚
文
で
な
い
と
す
れ
ば
、
考

15

え
ら
れ
る
の
は
墨
家
の
後
学
に
よ
る
著
作
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論

で
は
、
本
文
献
を
墨
家
の
後
学
の
著
作
と
判
断
し
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。

ま
ず
、
本
文
献
を
墨
家
の
後
学
の
著
作
で
あ
る
と
推
定
し
た
場
合
、
そ
の
成
立
の
要

因
に
は
大
き
く
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
墨
子
の
明
鬼
論
を
継
承
し
た
後
学
が
、
学
団
外
の
人
物
、
つ
ま
り
墨
家

に
と
っ
て
の
論
敵
に
対
し
て
宛
て
た
回
答
文
で
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。『
墨
子
』
の
文

中
に
お
い
て
、
墨
子
は
「
無
鬼
」
の
立
場
の
者
た
ち
と
論
争
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
ま

た
墨
子
以
降
の
後
学
も
、
そ
の
意
思
を
受
け
継
い
で
い
た
。
例
え
ば
、『
意
林
』
に
引
か

れ
た
佚
書
『
董
子
』
に
「
董
子
曰
く
、『
子
の
鬼
神
を
信
ず
る
や
、
何
ぞ
踵
を
以
て
結
び

を
解
く
に
異
な
ら
ん
。
終
に
益
無
き
な
り
』
と
。
纏
子
応
ず
る
能
わ
ず
（
董
子
曰
、
子

信
鬼
神
、
何
異
以
踵
解
結
。
終
無
益
也
。
纏
子
不
能
應
）」
と
、
墨
家
の
纏
子
と
儒
家
の

董
無
心
と
が
、
墨
子
の
死
後
も
鬼
神
の
有
無
に
関
し
て
議
論
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
で
は
、
墨
家
の
後
学
か
ら
そ
の
論
敵
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

何
故
鬼
神
の
明
知
に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
そ

も
そ
も
墨
子
の
明
鬼
論
自
体
が
墨
子
の
方
便
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
後
学
の
段
階

に
お
い
て
そ
の
矛
盾
が
よ
り
際
立
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注

）
。

16

つ
ま
り
、
本
文
献
は
墨
家
の
後
学
が
論
敵
に
対
抗
す
る
た
め
の
回
答
文
で
あ
っ
た
が
、

畢
竟
そ
の
内
容
は
論
理
矛
盾
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
一
つ
目
の

可
能
性
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
墨
家
の
後
学
の
う
ち
、
明
鬼
論
を
継
承
せ
ず
、
む
し
ろ
鬼
神
に
対
し
て

疑
念
を
抱
い
た
学
派
が
、
鬼
神
の
疑
念
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た

可
能
性
で
あ
る
。
墨
子
の
死
後
、
墨
家
教
団
は
分
裂
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
荘
子
』
天

下
篇
に
「
相
里
勤
の
弟
子
・
五
侯
の
徒
、
南
方
の
墨
者
苦
獲
・
已
齒
・
鄧
陵
子
の
属
、

俱
に
墨
経
を
誦
す
。
而
る
に
倍
譎
し
て
同
じ
か
ら
ず
、
別
墨
と
相
い
謂
う
」（
注

）

と
あ

17

り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
墨
子
の
死
後
、
墨
家
教
団
内
で
分
裂
が
生
じ
、
そ
の
分
裂
し
た

学
派
は
互
い
に
対
立
し
、
他
学
派
を
「
別
墨
」
と
称
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、『
韓
非

子
』
顕
学
篇
に
も
「
墨
子
の
死
せ
し
よ
り
、
相
里
氏
の
墨
有
り
、
相
夫
氏
の
墨
有
り
、

鄧
陵
氏
の
墨
有
り
。
故
に
孔
・
墨
の
後
、
儒
は
分
れ
て
八
と
為
り
、
墨
は
離
れ
て
三
と

為
り
、
取
舍
し
て
相
反
し
、
同
じ
か
ら
ず
。
而
し
て
皆
な
自
ら
真
の
孔
・
墨
と
謂
い
、

孔
・
墨
復
生
す
べ
か
ら
ず
」（
注

）

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
孔
子
の
死
後
、
儒
家
は

18

八
つ
の
学
派
に
分
か
れ
、
墨
子
の
死
後
、
墨
子
は
三
つ
の
学
派
に
分
か
れ
、
何
れ
も
自

己
の
学
派
が
最
も
孔
子
や
墨
子
の
意
志
を
継
承
し
て
い
る
と
称
し
、
再
び
一
つ
の
教
団



（ 38 ）

に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

墨
家
の
分
裂
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
を
伝
え
る
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
た

め
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
恐
ら
く
は
、
教
義
の
相
違
や
指
導
者
の
権
力
闘
争
な
ど

が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
教
義
の
相
違
が
分
裂
の
原
因
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
学
派
毎
に
教
義
へ
の
優
先
度
や
信
仰
の
度
合
い
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
墨
家
教
団
内
に
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
抱
く
者
が
い
た
こ
と
は
、『
墨
子
』

説
話
類
に
お
け
る
墨
子
と
門
人
と
の
問
答
に
も
明
ら
か
で
あ
り
（
注

）
、
教
団
の
分
裂

19

後
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
疑
念
を
抱
く
学
派
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
様
な
学
派
を
し
て
も
、
墨
家
の
偉
大
な
る
祖
で
あ
っ
た
墨
子
が
提
唱
し

た
明
鬼
論
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
畢
竟
鬼
神
の
明
知
に
つ
い
て
肯
定
と

も
否
定
と
も
つ
か
な
い
、
曖
昧
な
態
度
を
表
明
す
る
本
文
献
が
著
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
本
文
献
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
鬼
神
に
対
し
て

疑
念
を
抱
い
て
い
た
学
派
が
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
祖
で
あ
る
墨
子
の
明
鬼
論
を

完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ど
っ
ち
付
か
ず
の
内
容
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
可
能
性
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
墨
家
教
団
の
分
派
後
、
あ
る
墨
家
の
学
派
が
敵
対
す
る
墨
家
の
学
派
に

宛
て
た
回
答
・
反
論
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。
森
三
樹
三
郎
氏
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂

の
方
向
性
と
し
て
、
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
第
一
は
「
宗
教
団
体
と
し
て

の
性
格
の
強
か
っ
た
も
の
」、
第
二
は
「
論
理
・
詭
弁
を
武
器
と
し
、
他
の
諸
子
百
家
と

争
っ
た
、
よ
り
学
究
的
色
彩
の
強
い
も
の
」、
第
三
は
「
防
禦
戦
の
請
負
業
者
の
よ
う
な

か
た
ち
に
な
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注

）
。
こ
の
森
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
本

20

文
献
は
、
墨
家
教
団
の
分
裂
の
後
、
宗
教
性
が
高
く
、
鬼
神
に
対
す
る
信
仰
も
厚
か
っ

た
第
一
の
学
派
が
、
敵
対
す
る
第
二
・
第
三
の
学
派
に
対
し
て
宛
て
た
回
答
・
反
論
の

文
章
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
三
つ
目
の

可
能
性
で
あ
る
。

以
上
が
、
本
文
献
の
成
立
の
要
因
に
関
す
る
推
論
で
あ
る
。
次
に
、
本
文
献
の
「
伍

子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
」
と
い
う
記
述
を
基
に
、
本
文
献
の
地
域
性
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
性
質
の
よ
り
明
確
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
。

ま
ず
、
墨
子
及
び
墨
家
の
活
動
範
囲
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』

に
よ
る
と
、
墨
子
の
生
国
は
魯
で
、
そ
の
活
動
範
囲
も
魯
を
根
拠
地
と
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
墨
家
自
体
の
活
動
範
囲
は
魯
を
中
心
に
、
宋
・
斉
・
楚
・
越
に
ま
で
及
ん

で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
墨
子
の
生
没
年
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
上

限
は
孔
子
の
没
後
以
降
、
下
限
は
孟
子
の
活
動
以
前
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
春
秋
末
期
の

前
四
八
四
年
に
亡
く
な
っ
た
伍
子
胥
の
事
績
に
つ
い
て
、
墨
子
は
知
る
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
節
の
語
注
⑬
に
て
引
い
た
『
墨
子
』
所
染
篇
に
お

い
て
、
伍
子
胥
を
良
臣
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、『
墨
子
』
文
中
に
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
な
す
記
述
は

無
く
、
こ
の
『
墨
子
』
所
染
篇
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
伍
子
胥
は
呉
王
を
覇
者
に
し

た
良
臣
と
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
伍
子
胥
は
、
呉
王

に
楚
や
越
を
攻
め
る
こ
と
を
進
言
し
て
、
隣
国
に
侵
攻
し
、
呉
の
富
国
強
兵
に
尽
力
し

た
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
墨
子
の
提
唱
す
る
非
攻
論
に
お
い
て
、
む
し
ろ
批
判
さ
れ
る

よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、『
墨
子
』
非
攻
中
篇
に
「
其
の
呉
越
の
間
に
亡
ぶ
所
以
の
者
も
、
亦
た
攻
戦

を
以
て
な
り
。
…
…
故
に
攻
戦
す
る
が
当
き
は
非
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」（
注

）

ご

と

21

と
あ
る
よ
う
に
、
墨
子
は
、
呉
・
越
が
共
に
滅
ん
だ
理
由
は
戦
に
あ
り
、
攻
戦
と
い
う

も
の
は
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
非
攻
下
篇
で
は
「
今
王

公
・
大
人
・
天
下
の
諸
侯
は
、
則
ち
然
ら
ず
。

将

ち
必
ず
皆
な
其
の
爪
牙
の
士
を
差

す

な

わ

論
し
、
其
の
舟
車
の
卒
伍
を
比
列
し
、
此
に
於
い
て
堅
甲
利
兵
を
為
り
、
以
て
往
き
て
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無
罪
の
国
を
攻
伐
す
。
…
…
夫
無
国
を
兼
ね
て
軍
を
覆
い
、
万
民
を
賊
虐
し
、
以
て
聖

そ

れ

人
の
緒
を
乱
す
。
意
そ
も
将
た
以
て
天
を
利
す
る
と
為
す
か
」（
注

）

と
あ
る
よ
う
に
、

22

墨
子
は
、
天
下
の
諸
侯
が
行
う
戦
と
い
う
の
は
、
無
辜
の
万
民
を
犠
牲
と
し
、
聖
人
の

功
業
を
破
壊
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
、
こ
う
し
た
戦
は
天
下
の
利
益
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
非
攻
中
篇
で
は
、
呉
の
闔
閭
と
夫
差
と
が

一
時
的
に
得
た
戦
功
も
、
畢
竟
越
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
戦
で
得
た

利
益
と
い
う
の
は
結
局
不
吉
で
あ
り
凶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
注

）
。
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以
上
の
墨
子
の
非
攻
論
に
よ
れ
ば
、
伍
子
胥
が
闔
閭
を
覇
者
に
す
る
た
め
に
行
っ
た

よ
う
な
戦
争
は
、
天
下
の
利
を
害
し
、
聖
人
の
功
業
を
毀
損
す
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
な
お
、『
墨
子
』
文
中
に
お
い
て
、
呉
越
の
戦
争
に
関
す
る
記
述
は
度
々
見
ら
れ

る
が
、
伍
子
胥
の
名
前
は
前
掲
し
た
所
染
篇
に
一
度
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

非
攻
論
を
提
唱
す
る
墨
子
に
と
っ
て
、
呉
越
の
戦
争
は
重
要
な
議
題
で
あ
っ
た
が
、
伍

子
胥
そ
の
人
に
対
す
る
関
心
は
然
程
高
く
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

墨
子
自
身
が
そ
の
呉
越
戦
争
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
戦
争
を
推
し

進
め
た
伍
子
胥
を
「
天
下
の
聖
人
」
と
見
な
す
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ

と
も
、
本
文
献
が
『
墨
子
』
の
佚
文
で
は
無
く
、
墨
家
の
後
学
の
著
作
で
あ
る
と
す
る

説
の
根
拠
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
伍
子
胥
者
天
下
之
聖
人
也
」
と
い
う
一
文
か
ら
、
本
文
献
の
著
者
が

何
処
の
地
域
性
を
有
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
先
秦
の
伝
世
文
献
に
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
し
た
記
述
が
存
在
し
な
い
た
め
、
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
呉
や
越
や
楚
な
ど
の
南
方
の
地
域
性
を

有
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
に
「
呉
王
之
を
聞
き
大
い
に
怒
り
、
乃
ち
子
胥
の
尸
を
取
り

て
以
て
鴟
夷
の
革
に
盛
り
、
之
を
江
中
に
浮
か
ば
し
む
。
呉
人
之
を
憐
れ
み
、
為
に
祠

た

め

を
江
上
に
立
て
、
因
っ
て
命
づ
け
て
胥
山
と
曰
う
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

な
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伍
子
胥
の
遺
言
を
聞
い
た
呉
王
夫
差
が
そ
れ
に
怒
り
、
伍
子
胥
の
遺
体
を
埋
葬
せ
ず
に

長
江
に
投
げ
捨
て
た
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
呉
の
人
々
が
、
伍
子
胥
の
死
を
憐
れ
み
、

そ
の
祠
を
作
っ
て
祀
り
、
山
に
胥
山
と
名
付
け
た
と
い
う
（
注

）
。
こ
の
よ
う
に
、
呉
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に
お
け
る
伍
子
胥
の
評
価
は
高
く
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
忠
臣
と
し
て
死
後
も
祀
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
呉
に
お
い
て
、
伍
子
胥
が
「
天
下
の
聖
人
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
然
程
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
文
献
が
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
楚
地
に
お
い
て
も
、
実
は
伍
子
胥
は
非
業

の
死
を
遂
げ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
楚
の
屈
原
が
『
楚

辞
』
九
章
篇
・
悲
回
風
に
て
、「
江
淮
に
浮
か
び
て
海
に
入
り
、
子
胥
に
従
い
て
自
ら
適

か
ん
（
浮
江
淮
而
入
海
兮
、
從
子
胥
而
自
適
）」
と
、
自
身
の
悲
惨
な
運
命
を
伍
子
胥
に

重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
呉
や
楚
と
い
っ
た

南
方
の
地
域
で
は
、
国
家
や
為
政
者
ら
の
評
価
と
は
別
に
、
伍
子
胥
は
高
く
評
価
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
呉
の
地
域
は
、
後
に
呉
王
夫
差
が
越
王
勾

践
に
敗
北
し
た
こ
と
で
越
の
地
と
な
る
も
、
前
三
三
四
年
頃
、
楚
の
威
王
に
よ
っ
て
越

が
攻
め
ら
れ
た
結
果
、
楚
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
（
注

）
。
こ
う
し
た
戦
争
に
よ
る
吸
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収
合
併
の
中
で
、
伍
子
胥
の
事
績
が
呉
か
ら
越
へ
、
越
か
ら
楚
へ
と
伝
わ
り
、
屈
原
な

ど
の
楚
人
の
心
中
に
根
付
い
て
い
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、

本
文
献
は
、
呉
や
越
や
楚
と
い
っ
た
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た
墨
家
の
後
学
に
よ
っ
て
、

著
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注

）
。
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最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
本
論
で
は
、
本
文
献
は
墨
家
関
連
の

文
献
で
は
あ
る
が
、『
墨
子
』
の
佚
文
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
、
本
文
献
の
著
者

と
し
て
墨
家
の
後
学
で
あ
る
可
能
性
を
支
持
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
文
献
が
成
立
し
た

要
因
と
し
て
、
明
鬼
論
を
遵
守
し
た
後
学
が
、「
無
鬼
」
を
唱
え
る
論
敵
に
あ
て
た
回
答

文
と
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
鬼
神
信
仰
が
希
薄
で
あ
っ
た
学
派
が
、
鬼
神
に
対
す
る

疑
念
を
表
明
し
た
文
章
と
、
墨
家
教
団
の
分
裂
後
、
墨
家
の
学
派
が
敵
対
す
る
墨
家
の
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学
派
に
宛
て
た
回
答
・
反
論
の
文
章
と
い
う
、
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

本
文
献
の
地
域
性
と
し
て
は
、
伍
子
胥
を
聖
人
と
見
な
し
た
一
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

呉
や
越
や
楚
と
い
っ
た
中
原
よ
り
南
方
の
地
域
の
影
響
が
強
い
文
献
で
あ
る
と
推
定
し

た
。
な
お
、
本
文
献
の
著
者
は
、
後
の
「
無
鬼
」
論
の
よ
う
に
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す

る
段
階
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
人
智
を
超
越
し
た
鬼
神
の
明
知
に
関
し
て
、

既
に
疑
念
を
抱
く
段
階
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
鬼
神
に
対

し
て
疑
念
を
表
明
す
る
文
献
が
、
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た
著
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、

更
に
楚
地
に
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
の
実

情
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

『
凡
物
流
形
』
の
釈
読
と
考
察

本
章
で
は
、
上
博
楚
簡
第
七
分
冊
所
収
の
『
凡
物
流
形
』
の
う
ち
、
鬼
神
に
関
す
る

記
述
が
存
在
す
る
第
五
・
第
六
・
第
七
簡
に
つ
い
て
釈
読
及
び
考
察
を
行
う
。

ま
ず
、
本
文
献
の
基
礎
情
報
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
（
注

）
。
整
理
者
は
曹
錦
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炎
氏
で
あ
る
。
本
文
献
に
は
甲
本
と
乙
本
と
が
存
在
し
て
お
り
、
甲
本
は
、
ほ
ぼ
完
整

簡
で
、
竹
簡
は
全
三
〇
枚
。
そ
の
う
ち
、
二
三
枚
が
完
整
簡
で
、
残
り
七
枚
の
上
端
及

び
下
端
に
わ
ず
か
な
欠
損
が
あ
る
が
、
乙
本
よ
り
文
字
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
合
文
・

重
文
も
含
ん
だ
全
体
の
文
字
数
（
欠
文
は
除
く
）
は
、
八
四
六
字
。
完
簡
の
長
さ
は
三

三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
各
簡
あ
た
り
の
書
写
密
度
は
一
定
で
な
く
、
最
も
少
な
い

竹
簡
は
二
五
字
、
最
も
多
い
竹
簡
は
三
二
字
で
あ
る
が
、
大
体
は
二
七
字
か
ら
三
〇
字

程
度
で
あ
る
。
甲
本
の
第
三
簡
背
面
に
、
第
一
簡
の
冒
頭
句
と
同
じ
「
凡
物
流
形
」
の

四
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
本
文
献
の
篇
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。一

方
、
乙
本
は
、
現
存
す
る
竹
簡
が
全
二
一
枚
で
、
合
文
・
重
文
も
含
ん
だ
全
体
の

文
字
数
は
六
〇
一
字
で
あ
る
。
完
簡
の
長
さ
は
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
各
簡
あ
た

り
の
書
写
密
度
は
、
三
七
字
前
後
で
あ
る
。
な
お
、
甲
本
と
乙
本
と
は
書
法
や
書
体
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
別
の
書
写
者
に
よ
る
文
献
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

前
章
と
同
じ
く
、
第
一
節
で
は
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の

順
で
釈
読
を
行
い
、
第
二
節
で
は
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
の
性
質
や
、
本

文
献
の
地
域
性
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
観
等
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
な
お
、
釈
読

に
際
し
て
は
、
比
較
的
欠
損
の
少
な
い
『
凡
物
流
形
』
甲
本
を
底
本
と
す
る
。

な
お
、
本
文
献
の
釈
読
及
び
検
討
に
際
し
て
、
多
数
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
特

に
参
考
と
し
た
も
の
を
以
下
に
列
挙
す
る
（
注

）
。
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Ａ
：
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
研
究
生
読
書
会
「
《
上
博
（
七
）・
凡

物
流
形
》
重
編
釈
文
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三
一
日
）

Ｂ
：
羅
小
華
「
《
凡
物
流
形
》
甲
本
選
釈
五
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
三

一
日
）

Ｃ
：
李
鋭
「
上
博
簡
《
凡
物
流
形
》
釈
文
新
編
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
九
年
一

月
二
日
）

Ｄ
：
季
旭
昇
「
上
博
七
芻
議
二
：
凡
物
流
形
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
二
日
）

Ｅ
：
季
旭
昇
「
上
博
七
芻
議
三
：
凡
物
流
形
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
）

Ｆ
：
宋
華
強
「《
上
博
（
七
）
凡
物
流
形
》
散
札
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
六
日
）

Ｇ
：
陳
志
向
「
《
凡
物
流
形
》
韻
読
」（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
日
）

Ｈ
：
劉
信
芳
「
《
凡
物
流
形
》
槱
祭
及
相
関
問
題
」（
簡
帛
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一

三
日
）

Ｉ
：
張
崇
礼
「
釈
《
凡
物
流
形
》
的
『
其
奚
夬
適
。
孰
知
其
疆
』
」（
復
旦
網
、
二
〇

〇
九
年
三
月
一
九
日
）

Ｊ
：
顧
史
考
「
上
博
七
〈
凡
物
流
形
〉
上
半
篇
試
探
」
（
復
旦
網
、
二
〇
〇
九
年
八
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月
二
三
日
）

Ｋ
：
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が

語
る
中
国
古
代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）

Ｍ
：
浅
野
裕
一
「
苗
族
創
世
歌
と
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
《
問
物
》
」
（
浅
野
裕
一

編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古
代
思
想
（
三
）
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年

三
月
三
一
日
）

Ｎ
：
谷
中
信
一
「
『
凡
物
流
形
（
甲
本
）
』
訳
注
」
（
出
土
資
料
と
漢
字
文
化
研
究
会

編
『
出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）

本
章
で
は
、
各
先
行
研
究
を
注
記
す
る
際
に
、
論
者
と
上
記
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
を

対
応
さ
せ
て
提
示
す
る
（
例
：
復
旦
読
書
会
Ａ
、
羅
小
華
Ｂ
）。

第
一
節

『
凡
物
流
形
』
釈
読

本
節
で
は
、『
凡
物
流
形
』
甲
本
を
底
本
と
し
、
鬼
神
に
関
す
る
記
述
が
存
在
す
る
第

五
・
第
六
・
第
七
簡
に
つ
い
て
、
原
文
、
釈
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
語
注
の

順
で
釈
読
を
行
う
。
凡
例
と
し
て
、【
】
内
の
漢
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
も
の
で
あ

る
。「

〓

」
は
、
合
文
符
号
で
あ
る
。
釈
文
内
の
「
①
、
②
」
等
の
番
号
は
、
本
節
の
語

注
の
番
号
と
一
致
し
て
い
る
。

〔
原
文
〕

…
…

生
於
人

古
神

骨

〓

之
既

智
愈
暲

夬

䈞
智
【
五
】

疆

生
於
人

古
事
之
骨

〓

之
既

身
豊
不
見

自
飤
之

亡
厇
【
六
】

峕
之

祭
異

女
之
可
思

…
…
【
七
】

〔
釈
文
〕

…
…
鬼
生
於
人
、
奚
故
神
明
①
。
骨
肉
之
既
靡
②
、
其
知
愈
暲
③
、
其
缺
奚
適
。
孰

知
【
五
】
其
彊
④
。
鬼
生
於
人
、
吾
奚
故
事
之
。
骨
肉
之
既
靡
、
身
體
不
見
、
吾

奚
自
飤
之
⑤
。
其
来
亡
度
⑥

、
【
六
】
吾
奚
時
賽
之
⑦
。
祭
禩
、
奚
升
⑧
。
吾
如
之

何
使

⑦
。
…
…
【
七
】

〔
書
き
下
し
文
〕

…
…
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
奚
の
故
に
神
明
な
る
や
。
骨
肉
の
既
に
靡
ぶ
も
、

な

ん

ほ

ろ

其
の
知
愈
い
よ

暲

か
な
れ
ば
、
其
の
欠
は
奚
く
に
か

適

わ
る
る
や
。
孰
か
其

あ

き

ら

い

ず

お

ぎ

な

た

れ

の
彊
な
る
を
知
る
や
。
鬼
は
人
よ
り
生
ず
る
に
、
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
。
骨

肉
の
既
に
靡
び
、
身
体

見

れ
ざ
れ
ば
、
吾
奚
に
自
り
て
之
を

飤

わ
ん
や
。
其
の

あ

ら

わ

よ

や

し

な

来
た
る
や
度
亡
け
れ
ば
、
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
。
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
。

の

り

さ

い

し

吾
之
を
如
何
に
し
て

か
し
め
ん
や
。
…
…

〔
現
代
語
訳
〕

…
…
鬼
は
元
々
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
何
故
神
の
よ
う
な
明
知
を
備
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
体
は
既
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
鬼

の
知
が
人
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
明
察
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欠
失
し
た
機
能
は
ど
の
よ

う
に
し
て
補
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
が
鬼
が
強
い
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

鬼
は
人
よ
り
生
じ
た
も
の
な
の
に
、
私
は
何
故
お
事
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

身
体
は
既
に
滅
ん
で
し
ま
い
、
そ
の
身
体
が
〔
目
に
見
え
る
姿
と
し
て
〕
現
れ
る
こ

と
も
な
い
の
に
、
私
は
何
故
鬼
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
鬼
の
来
格
に
一
定
の

決
ま
り
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
は
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
よ
い
の
か
。
祭
祀
は
、

何
故
供
物
を
進
奉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
ど
の
様
に
し
て
鬼
を
満
足
さ
せ
れ
ば
よ
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い
の
か
。
…
…

〔
語
注
〕

①
奚
故
神
明
…
…
「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
盟
」
字
と
し
、
「
神
の
御
前
で

の
誓
約
・
結
盟
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
は
、「
明
」
字
と
読
む
。「
明
」

字
の
意
は
、
前
章
の
「
鬼
神
之
明
」
の
「
明
」
字
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
「
神

明
」
で
、「
神
の
よ
う
な
明
知
」
の
意
と
解
釈
し
た
。

②
骨
肉
之
既
靡
…
…
「
骨

〓

」
字
は
、「
骨
肉
」
の
合
文
で
、「
身
体
」
の
意
味
で
あ
る
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
麻
」
字
の
本
字
と
解
釈
し
、「
麻
」
字
よ
り
「
靡
」

字
と
す
る
。「
靡
」
は
、「
滅
亡
」
の
意
。
本
論
も
「
靡
」
字
と
解
釈
し
た
。

③
其
知
愈
暲
…
…
「
暲
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
音
通
さ
せ
て
「
障
」
字
と
し
、

「
阻
塞
・
阻
隔
」（
邪
魔
を
し
て
塞
ぐ
）
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
で
は
、

「
彰
」
字
に
改
め
、「
明
彰
」
の
意
味
で
と
る
。
浅
野
Ｋ
・
谷
中
Ｎ
は
、
原
釈
の
「
暲
」

字
の
ま
ま
で
、
「
明
彰
・
明
察
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
「
暲
」
字
と
解
釈
し

た
。

④
其
缺
奚
適
。
孰
知
其
彊
…
…
「
夬
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
缺
」
字
と
し
、「
残

欠
・
欠
損
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
復
旦
読
書
会
Ａ
は
、「
夬
」
字
を
「
慧
」
字
と
し
、

「
智
慧
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
張
崇
礼
Ｉ
は
、「
決
」
字
あ
る
い
は
「
訣
」
字
と
し
、

「
決
別
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「
缺
」
字
と
解
釈
し
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
適
」
字
と
し
、「
補
い
満
た
す
」
の
意
で
解
釈

し
、
張
崇
礼
Ｉ
・
谷
中
Ｎ
は
「
適
」
字
で
、
「
往
く
」
の
意
で
解
釈
し
て
い
る
。
本

論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「
適
」
字
で
「
補
う
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
「
䈞
」
字

は
、「
孰
」
字
に
通
じ
る
。「
疆
」
字
に
つ
い
て
。
整
理
者
は
、「
彊
」
字
と
し
、「
強

壮
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
本
論
も
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
語
注
②
・
③
・
④
の
箇
所
に
お
け
る
文
章
の
区
切
り
方
に
つ
い
て
は
、
諸

説
存
在
す
る
。
整
理
者
は
、「
骨
肉
之
既
靡
、
其
知
愈
障
、
其
缺
奚
適
。」
と
文
章
を

区
切
り
、
「
身
体
は
す
で
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
そ
の
知
が
人
で
あ
っ
た
と
き

よ
り
も
塞
が
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
欠
失
し
た
機
能
は
ど
の
よ
う
に
補
わ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
解
釈
す
る
。
季
旭
昇
Ｄ
は
、
「
骨
肉
之
既
靡
、
其
知
愈
暲
。

其
慧
奚
敵
、
孰
知
其
彊
」
と
文
章
を
区
切
り
、
「
身
体
は
す
で
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た

の
に
、
そ
の
知
は
何
故
人
で
あ
っ
た
と
き
よ
り
も
明
察
な
の
か
。
そ
の
智
慧
は
、
人

と
敵
対
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
智
慧
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
が
最
も
強
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
の
か
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
文
脈
と
の
整
合
性
か
ら
整
理
者
の

区
切
り
方
に
従
う
。

⑤
吾
奚
自
飤
之
…
…
「
自
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
「
自
己
」
の
意
で
解
釈
す
る
が
、

そ
う
す
る
と
、
上
の
「
吾
」
字
も
「
自
己
」
を
指
す
主
語
の
意
で
あ
り
、
同
句
中
に

主
語
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
若
干
不
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
吾
奚
自
飼
之
」
の
前
後
の
疑
問
文
で
あ
る
、「
吾
奚
故
事
之
」「
吾
奚
時
之
賽
」
の

文
章
構
造
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
三
句
の
疑
問
文
が
と
も
に
対
句
の

関
係
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
三
句
が
共
通
し
て
い
る
の
は
、
㈠

「
吾
」
字
の
下
に
疑
問
詞
の
「
奚
」
字
が
あ
る
点
と
、
㈡
そ
の
「
奚
」
字
が
「
奚
＋

○
（
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
）
」
の
二
字
で
疑
問
を
表
す
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
文
の
「
吾
奚
故
事
之
」
は
、
「
奚
」
字
の
下
に
「
故
」
字
が
付
き
、
「
奚
故
」
（
奚

の
故
に
）
の
二
字
で
「
何
故
」
の
意
と
な
る
。
後
文
の
「
吾
奚
時
賽
之
」
は
、「
奚
」

字
の
下
に
「
時
」
字
が
付
き
、「
奚
時
」（
奚
の
時
に
）
の
二
字
で
「
何
時
」
の
意
と

な
る
。
こ
う
し
た
前
後
の
疑
問
文
が
同
じ
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
吾
奚
自
飼
之
」

の
「
自
」
字
も
、
蓋
然
的
に
疑
問
詞
に
連
接
さ
れ
る
助
詞
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
「
奚
自
」
の
二
字
で
「
奚
に
自
り
て
」
と



（ 43 ）

訓
み
、「
何
故
」
の
意
と
解
釈
し
た
。

こ
の
「
奚
自
」
の
二
字
で
「
何
故
」
の
意
で
解
釈
す
る
用
例
は
、
『
韓
非
子
』
外

儲
説
右
下
篇
に
「
秦
の
襄
王
病
む
。
百
姓
之
が
為
に
祷
る
。
病
愈
え
、
牛
を
殺
し
て

塞
祷
す
。
郎
中
の
閻
遏
・
公
孫
衍
出
で
て
之
を
見
て
曰
く
、
『
社
臘
の
時
に
非
ざ
る

な
り
、
奚
に
自
り
て
牛
を
殺
し
て
社
に
祠
ら
ん
』
と
（
秦
襄
王
病
。
百
姓
為
之
禱
。

病
愈
、
殺
牛
塞
禱
。
郎
中
閻
遏
・
公
孫
衍
出
見
之
曰
、
非
社
臘
之
時
也
、
奚
自
殺
牛

而
祠
社
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
秦
の
襄
王
が
病
気
に
な
っ
た
際
、
民
衆
が
祈
祷
を

行
い
、
病
が
癒
え
た
後
に
は
牛
を
供
物
と
し
て
「
賽
祷
」
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
を
見

た
郎
中
の
閻
遏
・
公
孫
衍
が
「
冬
の
祭
の
時
で
も
無
い
の
に
、
何
故
牛
を
殺
し
て
社

に
祀
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
民
衆
に
問
い
か
け
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
『
韓
非
子
』
一
節
は
、「
賽
祷
」（
吉
福
を
与
え
て
く
れ
た
鬼
神
に
対
し
、
供
物
を

捧
げ
る
祈
祷
）
に
関
す
る
話
で
あ
り
、
奇
し
く
も
本
文
献
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。

祈
祷
祭
祀
に
関
す
る
文
章
で
同
様
の
用
例
が
あ
る
こ
と
は
、「
奚
自
」
の
二
字
で
「
何

故
」
の
意
と
解
釈
す
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
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次
に
、
「
飤
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
食
」
字
と
し
、
「
飲
食
」
の
意
で
解

釈
す
る
。
浅
野
Ｋ
は
、「
飤
」
字
の
本
字
と
な
る
「
飼
」
字
に
釈
読
し
、「
飲
食
物
を

供
え
て
養
う
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
た
だ
「
食
」
字
も
「
飤
（
飼
）
」
字
も
「
飲
食

物
を
供
え
て
養
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
「
飤
」
字
の
ま
ま
で
、

「
（
飲
食
物
を
供
え
て
）
養
う
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

⑥
其
来
亡
度
…
…
「
厇
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
宅
」
字
の
古
字
と
し
、
「
託
」

字
に
読
み
替
え
る
。「
宅
」
字
も
、「
託
」
字
も
、「
乇
」
音
で
音
通
す
る
。「
託
」
は
、

「
寄
託
」
の
意
味
で
、
本
文
で
は
「
（
鬼
神
が
）
何
か
に
寄
り
憑
く
」
と
な
る
。
復

旦
読
書
会
Ａ
・
顧
史
考
Ｊ
は
、「
厇
」
を
「
度
」
字
と
し
、「
法
度
」
の
意
で
解
釈
し
、

「
亡
度
」
で
「
一
定
の
決
ま
り
が
無
い
」
と
す
る
。
本
論
も
「
度
」
字
で
解
釈
し
た
。

⑦
吾
奚
時
賽
之
…
…
原
文
は
「

峕
之

」
で
、
「
之
」
字
が
「

」
字
の
上

に
あ
る
。「
峕
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
時
」
字
の
古
字
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

本
論
で
は
、
語
注
⑥
に
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
奚
時
」
の
二
字
で
「
奚
の
時
に
」

と
読
み
、「
何
時
」
の
意
で
解
釈
す
る
。

次
に
「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
塞
」
字
の
異
体
字
と
し
、
「
賽
」
字

に
読
み
替
え
て
「
福
神
に
報
い
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
即
ち
、
整
理
者
は
「
賽
」

字
を
、
「
吉
福
を
与
え
て
く
れ
た
鬼
神
に
対
し
、
供
物
を
捧
げ
る
祈
祷
で
あ
る
賽
祷

を
挙
行
す
る
」
の
意
で
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
整
理
者
の
説
を

支
持
す
る
が
、
一
方
で
こ
の
箇
所
に
は
異
論
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。「

」
字
の

読
み
に
関
し
て
い
え
ば
、
宋
華
強
Ｆ
の
「
奥
」
字
と
読
ん
で
「
室
内
の
最
も
尊
い
場

所
、
祭
祀
で
鬼
神
が
降
る
場
所
」
と
す
る
説
や
、
顧
史
考
Ｊ
の
「
捜
」
字
と
読
ん
で

「
捜
し
求
め
る
」
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
劉
信
芳
Ｈ
の
よ
う
に
、

「

」
字
を
「
六
」
に
従
っ
て
「
槱
」
字
と
読
み
、
そ
の
上
で
下
文
の
「
祭
」
に

連
接
さ
せ
て
「
槱
祭
」
と
し
、
「
天
神
を
祀
る
礼
」
と
す
る
説
や
、
張
崇
礼
Ｉ
・
谷

中
Ｎ
の
よ
う
に
、
「

」
字
を
下
文
に
連
接
さ
せ
、「
賽
祭
禩
、
奚
昇
」（
賽
祭
の
お

供
え
物
は
、
ど
の
様
に
差
し
出
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
）
と
す
る
説
の
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
文
章
の
区
切
る
位
置
が
異
な
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
（
注

）
。
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こ
の
よ
う
に
様
々
な
解
釈
が
存
在
す
る
が
、
本
論
で
は
、
注
⑥
に
て
前
述
し
た
、

連
続
す
る
三
句
の
疑
問
文
に
お
け
る
対
句
の
関
係
か
ら
解
釈
を
試
み
て
み
た
。
す
る

と
、
前
文
二
句
「
吾
奚
故
事
之
」「
吾
奚
自
飤
之
」
は
、「
吾
奚
＋
○
（
疑
問
詞
に
連

接
さ
れ
る
助
詞
）
＋
動
詞
＋
之
」
と
い
う
文
章
構
造
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
一

方
、
当
該
箇
所
の
構
造
は
「
吾
奚
時
之
賽
」
で
あ
り
、
「
之
」
の
位
置
が
前
文
二
句

と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
句
は
対
句
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
そ
の
文

章
構
造
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
箇
所
の
「
之
賽
」

が
衍
文
で
あ
り
、
元
々
は
「
賽
之
」
の
語
順
で
あ
っ
た
が
、
転
写
の
過
程
で
「
賽
」
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字
と
「
之
」
字
と
が
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
の
釈
文
で
は
、「
之
賽
」
を
「
賽
之
」
に
改
め
、「
賽
」

字
を
動
詞
、「
之
」
字
を
上
文
の
鬼
神
を
指
す
指
示
代
名
詞
と
し
て
解
釈
し
た
。「
賽
」

字
を
動
詞
と
し
て
用
い
る
例
は
、
包
山
楚
簡
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
第
二
〇
〇
号
簡
に
「
志

事
速
や
か
に
得
れ
ば
、
皆
な
速
や
か
に
之
を
賽
す
（
志
事
速
得
、
皆
速
賽
之
）
」
と

あ
り
、
恐
ら
く
楚
地
で
は
、
祈
祷
祭
祀
な
ど
で
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
以
上
の
説
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
各
句
末
の
押
韻
も
挙
げ
ら
れ
る
。「
吾

奚
故
事
之
」「
吾
奚
自
飤
之
」「
吾
奚
時
賽
之
」
の
音
韻
関
係
を
見
て
み
る
に
、
最
後

の
「
之
」
字
の
前
の
字
が
脚
韻
と
な
り
、
「
事
」
字
・
「
飤
」
字
は
之
部
、
「
賽
」
は

職
部
で
、
之
部
と
職
部
は
陰
入
対
転
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
三
字
は
全
て
押
韻
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
各
句
末
の
押
韻
関
係
は
、「

」
字
が
「
賽
」
字
で
、

「
之
賽
」
が
「
賽
之
」
の
衍
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
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⑧
祭
禩
、
奚
升
…
…
「
禩
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
祀
」
の
異
体
字
と
す
る
。「

」

字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「
升
」
字
と
し
、「
進
献
・
進
奉
」
の
意
で
解
釈
す
る
。

本
論
も
こ
れ
に
従
う
。

⑨
吾
如
之
何
思

…
…
「
思
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、
「
思
念
」
の
意
で
解
釈
す

る
が
、
復
旦
読
書
会
Ａ
は
「
使
」
字
と
し
、
使
役
の
意
で
解
釈
す
る
。
楚
簡
に
お
い

て
「
思
」
字
と
「
使
」
字
と
は
よ
く
通
用
す
る
た
め
（
注

）
、
本
論
も
「
使
」
字
で

32

使
役
の
助
字
と
解
釈
し
た
。

「

」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
、「

」
字
の
異
体
字
と
す
る
。「

」
は
「
飽
」

の
古
字
で
、
『
説
文
』
に
は
「
飽
満
」
の
意
と
あ
る
。
整
理
者
は
、
そ
こ
か
ら
転
じ

て
「
満
足
す
る
」
の
意
で
解
釈
す
る
。
劉
信
芳
Ｈ
は
、「
餾
」
の
異
体
字
と
し
て
、「
留
」

の
意
で
解
釈
す
る
。
文
意
と
し
て
は
、
「
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
鬼
神
を
留
め
さ
せ

た
と
思
量
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
な
る
。
本
論
で
は
、
整
理
者
に
従
っ
て
「

」

字
と
解
釈
し
た
。

第
二
節

『
凡
物
流
形
』
考
察

本
節
で
は
、
前
節
の
釈
文
を
も
と
に
、『
凡
物
流
形
』
の
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
『
凡
物
流
形
』
の
成
立
時
期
、
『
楚
辞
』
と
の
関
係
性
、
文
献
の
地
域
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
整
理
者
は
、
本
文
献
が
「
有
問
無
答
」
の
形
式
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
同
様
の
形
式
で
あ
る
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ

の
一
方
、
浅
野
Ｋ
は
、
本
文
献
が
「
有
問
無
答
」
の
形
式
を
取
る
の
は
、
文
献
の
前
半

部
分
に
限
ら
れ
て
お
り
、
更
に
後
半
部
分
と
な
る
第
一
四
簡
の
途
中
か
ら
第
三
〇
簡
ま

で
は
、
通
常
の
叙
述
形
式
で
あ
り
且
つ
発
問
形
式
が
登
場
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
浅
野
氏
は
、
本
文
献
の
前
半
部
分
の
内
容
が
、
万
物
の
形
成
・
陰
陽
・
五
気
・

鬼
神
・
日
月
・
草
木
な
ど
の
自
然
現
象
に
対
す
る
発
問
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
部
分

の
内
容
が
、「
一
」
を
も
と
に
し
た
宇
宙
生
成
論
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
本
文
献
の
前
半

部
分
と
後
半
部
分
に
は
、
形
式
面
・
内
容
面
に
お
い
て
も
大
き
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
浅
野
氏
は
、『
凡
物
流
形
』
は
異
な
る
二
種
の
文
献
が

一
つ
に
接
合
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
と
推
定
し
、
前
半
部
分
を
「
有
問
無
答
」
形
式
を
と

る
楚
賦
と
し
て
《
問
物
》
と
仮
称
し
、
後
半
部
分
を
通
常
の
叙
述
形
式
を
と
る
思
想
文

献
と
し
て
《
識
一
》
と
仮
称
し
て
い
る
。

更
に
、
浅
野
氏
は
、
こ
の
二
種
の
文
献
が
『
凡
物
流
形
』
と
い
う
一
つ
の
文
献
に
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
同
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
た
《
問
物
》
・
《
識
一
》
と
い
う
文
献
が
、

転
写
を
重
ね
る
中
で
接
合
さ
れ
た
可
能
性
を
挙
げ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、『
凡
物
流
形
』

は
幾
度
の
転
写
を
重
ね
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
を
戦
国
中

期
後
半
頃
と
し
て
も
、
文
献
の
成
立
自
体
は
遅
く
と
も
戦
国
前
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
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で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
楚
辞
』
天
問
篇
の
作
者
と
さ
れ
て
い
る
屈
原
の
活
動
時
期
が
、
戦

国
中
期
か
ら
戦
国
後
期
頃
で
あ
る
た
め
、《
問
物
》
は
『
楚
辞
』
天
問
篇
よ
り
以
前
に
成

立
し
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
屈
原
の
独
創
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
『
楚
辞
』
天
問
篇
の
「
有
問
無
答
」
形
式
が
、
屈
原
以
前
か
ら
既
に
楚

地
に
根
付
い
て
い
た
表
現
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
文
献
の
発
問
部
分
で
あ
る
《
問
物
》
と
『
楚
辞
』
天
問
篇
は
、「
有
問
無
答
」

形
式
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
相
違
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
浅

野
氏
が
「
『
楚
辞
』
天
問
に
は
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
な
ど
の
古
代
先
王
を
始
め
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
故
事
を
扱
う
発
問
が
数
多
く
見
え
る
。
…
…
合
計
で
九
十
四
個
と
な

る
。
こ
れ
が
全
体
の
発
問
数
百
七
十
四
個
に
占
め
る
割
合
は
、
約
五
十
四
％
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
《
問
物
》
の
側
に
は
歴
史
故
事
を
扱
う
発
問
は
皆
無
で
、
…
…
わ
ず
か
一

回
だ
け
先
王
に
触
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」（
注

）

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
楚
辞
』
天
問
篇
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で
は
歴
史
故
事
や
人
事
の
こ
と
が
中
心
な
の
に
対
し
、
本
文
献
の
《
問
物
》
で
は
天
地

や
万
物
、
鬼
神
な
ど
の
発
問
が
多
く
、
人
事
の
こ
と
に
関
す
る
こ
と
が
極
端
に
少
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
浅
野
氏
の
「
《
問
物
》
の
側
の
発
問
は
博
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
様
子

は
さ
ほ
ど
窺
え
ず
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
素
朴
な
疑
問
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。

こ
れ
が
時
代
差
に
よ
る
も
の
か
否
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、『
楚
辞
』
天
問
の
側
が
よ
り

ス
ケ
ー
ル
が
壮
大
で
質
・
量
と
も
に
充
実
し
て
お
り
、『
楚
辞
』
天
問
の
作
者
が
《
問
物
》

に
類
す
る
先
行
作
品
を
踏
ま
え
て
製
作
し
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
」（
注

）

と
い
う
見
解
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に
よ
れ
ば
、《
問
物
》
は
、
楚
の
地
域
性
を
有
し
た
文
献
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
釈
読
し
た
第
五
・
第
六
・
第
七
簡
の
鬼
神
に
関
す
る
発
問
は
、

前
半
部
分
の
《
問
物
》
に
属
す
る
部
分
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神

観
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
前
節
の
釈
読
に
基
づ
き
、
本
文
献
に
表
れ
た
鬼
神
に
関
す
る
八
つ
の
発
問
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
以
下
に
列
挙
す
る
発
問
は
、
前
節
の
釈
読
の
内
容
を
要
約

し
た
上
で
、
便
宜
的
に
⑴
～
⑻
ま
で
の
番
号
を
振
っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈠
鬼
神
は
人
よ
り
生
じ
た
の
に
、
何
故
神
の
よ
う
な
明
知
を
備
え
た
か
。

㈡
鬼
神
は
身
体
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
に
、
人
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
明
察
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ど
の
様
に
失
っ
た
身
体
の
機
能
を
補
っ
た
の
か
。

㈢
誰
が
鬼
神
の
力
が
強
い
こ
と
を
証
明
し
た
の
か
。

㈣
何
故
鬼
神
に
事
え
な
い
と
な
ら
な
い
の
か
。

㈤
鬼
神
は
身
体
が
滅
ん
で
、
そ
の
姿
も
目
に
見
え
な
い
の
に
、
何
故
養
わ
な
い
と
い

け
な
い
の
か
。

㈥
鬼
の
来
格
に
一
定
の
決
ま
り
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
よ
い

の
か
。

㈦
祭
祀
は
、
何
故
供
物
を
進
奉
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

㈧
ど
の
様
に
し
て
鬼
を
満
足
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。

ま
ず
、
本
文
献
に
お
け
る
鬼
神
で
あ
る
が
、
㈠
「
鬼
は
人
よ
り
生
ず
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
人
鬼
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
㈣
「
骨
肉
の
既
に
靡
び
、
身
体

見
れ
ざ
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鬼
神
は
無
形
の
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
㈣
「
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」
、
㈥
「
吾
奚
の
時
に
之
を
賽
せ
ん
や
」
、
㈦

「
祭
禩
、
奚
ぞ
升
め
ん
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
鬼
神
は
祈
祷
祭
祀
の
対
象
で
あ

り
、
且
つ
㈡
「
骨
肉
の
既
に
靡
ぶ
も
、
其
の
知
愈
い
よ
暲
か
」、
㈢
「
孰
か
其
の
彊
な
る

を
知
る
や
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
人
智
を
超
え
た
知
力
を
有
す
る
存
在
と

し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
文
献
の
作
者
は
、「
祖

先
神
」
「
自
然
神
」
「
人
生
・
天
地
万
物
の
主
宰
者
」
と
し
て
鬼
神
を
見
な
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。
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一
方
、
㈠
「
奚
の
故
に
神
明
な
る
や
」、
㈢
「
孰
か
其
の
彊
な
る
を
知
る
や
」
な
ど
は

鬼
神
の
知
力
に
対
し
て
、
㈣
「
吾
奚
の
故
に
之
に
事
う
る
や
」、
㈤
「
吾
奚
に
自
り
て
之

を
飤
わ
ん
や
」
な
ど
は
鬼
神
に
事
え
て
祈
祷
祭
祀
を
挙
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
発
問

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
献
の
作
者
は
、
当
時
の
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
に
対
し
て
疑

念
を
抱
い
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
文
献
に

表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
を
、
よ
り
詳
細
に
解
明
す
る
た
め
に
、
八
つ
の
発
問
を
「
鬼

神
の
知
力
に
対
す
る
疑
念
」
と
「
鬼
神
祭
祀
に
対
す
る
疑
念
」
と
に
分
類
し
、
検
討
す

る
。ま

ず
、
㈠
～
㈢
の
発
問
は
、「
鬼
神
の
知
力
に
対
す
る
疑
念
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疑

念
は
、
前
章
の
『
鬼
神
之
明
』
に
お
け
る
「
夫
れ
鬼
神
明
な
る
所
有
り
不
明
な
る
所
有

り
」
と
同
様
に
、
鬼
神
そ
の
も
の
の
存
在
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
鬼
神
に
人
智
を
超
え

た
知
力
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
恐
ら
く
本
文
献
の
作
者
も
、
も
と
は

人
で
あ
っ
た
は
ず
の
鬼
神
が
神
格
化
さ
れ
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鬼
神
の
知
力

に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
㈣
～
㈧
の
発
問
は
、「
鬼
神
祭
祀
に
対
す
る
疑
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
問

で
は
、
先
の
㈠
～
㈢
の
発
問
よ
り
も
、
作
者
の
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
よ
り
顕
著
に
表

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
発
問
㈥
に
、
無
形
で
あ
る
鬼
神
が
何
時
来
る
か
分

か
ら
な
い
の
に
、
何
時
賽
祷
を
行
え
ば
良
い
の
か
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
楚
地
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
賽
祷
（
鬼
神
に
供
物
を
捧
げ
る
祈
祷
）
が
、
そ
の
場
に
鬼
神
が

来
て
い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
鬼
神
が
実
際
に
供
物
を
受
け
取
っ
て

い
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
案
ず
る
に
、

本
文
献
の
作
者
は
、
こ
う
し
た
祈
祷
祭
祀
を
、
単
に
出
費
を
増
や
す
だ
け
の
無
駄
な
行

為
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
疑
念
を
発
問
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
本
文

献
の
作
者
が
こ
う
し
た
祈
祷
祭
祀
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
発
問
㈦
で
、
祈
祷

祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
有
益
性
を
問
う
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
祈
祷
祭
祀
に
対
し
て
疑
念
を
表
明
す
る
本
文
献
を
、
中
国
思
想
史
上
ど
の
様

に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
中
国
古
代
に
お
け
る
祈
祷

祭
祀
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

中
国
古
代
の
祈
祷
祭
祀
に
お
い
て
、
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
の

語
注
⑤
に
引
い
た
『
韓
非
子
』
外
儲
説
右
下
篇
の
「
秦
の
襄
王
病
む
。
百
姓
之
が
為
に

祷
る
。
病
愈
え
、
牛
を
殺
し
て
塞
祷
す
」
や
、
そ
の
他
に
も
『
礼
記
』
曲
礼
下
篇
の
「
天

子
は
犧
牛
を
以
い
、
諸
侯
は
肥
牛
を
以
い
、
大
夫
は
索
牛
を
以
い
、
士
は
羊
豕
を
以
う
」
、

も

ち

『
礼
記
』
祭
義
篇
の
「
孝
子
将
に
祭
ら
ん
と
す
る
や
、
…
…
其
の
薦
俎
を
薦
め
、
其
の

礼
楽
を
序
し
、
其
の
百
官
を
備
え
、
奉
承
し
て
之
を
進
む
」
、『
史
記
』
封
禅
書
の
「
冬
、

塞
祷
の
祠
り
あ
り
。
其
の
牲
は
牛
・
犢
各
お
の
一
を
用
い
、
牢
具
珪
幣
は
各
お
の
異
な

ま

つ

る
」
な
ど
、
伝
世
文
献
中
に
散
見
さ
れ
る
（
注

）
。
ま
た
、
戦
国
楚
簡
の
中
に
も
見
え
、

35

包
山
楚
簡
の
「
卜
筮
祭
祷
簡
」
に
「
昭
王
を

祷
す
る
に
、
特
牛
も
て
之
に
饋
す
。
文

坪
夜
君
・
郚
公
子
春
・
司
馬
子
音
・
蔡
公
子
家
を

祷
す
る
に
、
各
お
の
特
豢
・
酒
食

も
て
す
。
」（
注

）

と
、
祈
祷
祭
祀
に
お
い
て
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
て
い
た
記
録
が
存
在

36

す
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
鬼
神
に
供
物
を
奉
じ
る
祈
祷
祭
祀
と
い
う
の
は
、
古
来
「
無
鬼
」

を
主
張
す
る
立
場
の
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
墨
子
』

明
鬼
下
篇
に
「
今
無
鬼
を
執
る
者
言
い
て
曰
く
、『
鬼
神
は
固
よ
り

請

に
有
る
無
し
。

ま

こ

と

是
を
以
て
其
の
酒
醴
・
粢
盛
・
犧
牲
の
財
を
共
せ
ず
』
と
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、

37

あ
る
「
無
鬼
を
執
る
者
」
が
、
鬼
神
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
祭
祀
に
て
御
神
酒
・
供
物
・

犠
牲
を
鬼
神
に
進
奉
し
な
い
と
墨
子
に
説
い
た
一
文
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
は
く
だ
る

が
、「
無
鬼
」
論
者
と
し
て
有
名
な
後
漢
の
王
充
も
、
著
書
『
論
衡
』
祀
義
篇
に
て
「
今

祭
る
所
は
死
人
、
死
人
知
る
無
く
、
飲
食
す
る
能
わ
ず
。
何
を
以
て
其
の
飲
食
を
歆
享
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す
る
能
わ
ざ
る
を
審
ら
か
に
す
る
や
」（
注

）

と
、
祭
祀
に
お
け
る
供
物
の
無
意
味
さ
を

38

説
い
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、「
無
鬼
」
を
主
張
す
る
立
場
の
者
は
、
鬼
神
祭
祀
の
中
で
も
、

費
用
の
面
な
ど
で
社
会
的
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
供
物
の
進
奉
を
、
特
に
批
判
の
的
に

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
献
の
作
者
が
疑
念
を
抱
い
て
い
た
対
象
は
、「
無

鬼
」
の
立
場
の
者
た
ち
が
批
判
す
る
対
象
と
一
致
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
本
文
献
は
、
後
の
「
無
鬼
」
論
へ
と
通
ず
る
前
段
階
の
思
想
を
内
包
し

た
文
献
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
本
文
献
は
、
浅
野
氏
に
よ
る
と
《
問

物
》
と
《
識
一
》
と
い
う
二
種
類
の
文
献
が
接
合
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。《
問

物
》
は
、「
有
問
無
答
」
形
式
と
い
う
点
に
お
い
て
『
楚
辞
』
天
問
篇
と
一
致
し
て
い
る

が
、
天
問
篇
よ
り
も
内
容
が
素
朴
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
楚
地
に
お
い
て
成
立
し
、

後
に
『
楚
辞
』
天
問
篇
に
受
容
さ
れ
た
文
献
の
類
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

本
文
献
で
は
、
鬼
神
の
知
力
だ
け
で
な
く
、
鬼
神
へ
の
祈
祷
祭
祀
や
供
物
の
進
奉
に
つ

い
て
も
疑
念
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
献
の
中
に
、
後
の
「
無
鬼
」

論
へ
と
通
ず
る
思
想
の
一
端
が
既
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観

第
一
章
・
第
二
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
が
、
鬼
神
に
対

す
る
疑
念
を
表
明
し
た
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
楚
を
含
む
南
方
の
地
域
性
を
有
し
た

文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
方
、
張
正
明
主
編
『
楚
文
化
志
』（
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
の
第
十
八

章
「
風
俗
和
信
仰
」
に
よ
れ
ば
、
楚
地
の
風
俗
と
信
仰
は
「
尚
鬼
・
崇
巫
・
喜
卜
・
好

祀
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
趙
輝
『
楚
辞
文
化
背
景
研
究
』（
楚
学
文
庫
、
湖
北
教

育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
の
第
二
章
「
虚
栄
的
映
像
」
に
お
い
て
も
、
楚
人
は
「
民

神
雑
糅
」
の
気
風
を
有
し
、
楚
地
で
は
信
鬼
崇
巫
の
風
習
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
通
説
で
は
、
中
国
古
代
の
楚
地
は
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
な

地
域
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
楚
地
は
、
実
際
に
鬼
神
信
仰
が

盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
も
し
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

何
故
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
の
よ
う
な
鬼
神
に
対
し
て
疑
念
を
表
明
す
る
文
献
が
、

楚
地
に
受
容
さ
れ
た
の
か
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
考
察
し
、
中
国
古

代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
の
実
情
の
解
明
を
試
み
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
の
状
況
を
記
し

た
、
伝
世
文
献
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。
以
下
に
引
く
⑴
～
⑺
の
文
章
は
、
楚
地
に
お

け
る
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
、
或
い
は
鬼
神
と
人
々
と
の
媒
介
役
で
あ
っ
た
巫
に
関
す

る
記
述
で
あ
る
。

⑴
古
は
民
神
雑
ざ
ら
ず
、
民
の
精
爽
に
し
て
攜
貳
せ
ざ
る
者
に
し
て
、
又
た
能
く

け

い

じ

斉
粛
衷
正
に
し
て
、
其
の
智
は
能
く
上
下
に
比
義
し
、
其
の
聖
は
能
く
光
遠
宣

朗
に
し
て
、
其
の
明
は
能
く
之
を
光
照
し
、
其
の
聡
は
能
く
之
を
聴
徹
す
。
是

の
如
く
ん
ば
、
則
ち
明
神
之
に
降
り
、
男
に
在
り
て
は
覡
と
曰
い
、
女
に
在
り

げ

き

て
は
巫
と
曰
う
。

古
者
民
神
不
雜
、
民
之
精
爽
不
攜
貳
者
、
而
又
能
齊
肅
衷
正
、
其
智
能
上
下
比

義
、
其
聖
能
光
遠
宣
朗
、
其
明
能
光
照
之
、
其
聰
能
聽
徹
之
。
如
是
則
明
神
降

之
、
在
男
曰
覡
、
在
女
曰
巫
。（
『
国
語
』
楚
語
下
）

⑵
楚
・
越
の
間
に
、
寝
の
丘
な
る
者
有
り
。
此
れ
其
の
地
利
あ
ら
ず
し
て
、
名
甚
だ

悪
し
。
荊
人
は
鬼
を
畏
れ
、
越
人
は
機
を
信
ず
。
長
く
有
つ
べ
き
は
、
其
れ
唯

だ
此
れ
の
み
。
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楚
・
越
之
閒
、
有
寢
之
丘
者
、
此
其
地
不
利
、
而
名
甚
惡
。
荊
人
畏
鬼
、
而
越

人
信
機
。
可
長
有
者
、
其
唯
此
也
。（
『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
異
宝
篇
）

⑶
楚
の
衰
う
る
や
、
巫
音
を
作
為
す
。

楚
之
衰
也
、
作
爲
巫
音
。（
『
呂
氏
春
秋
』
仲
夏
紀
・
侈
楽
篇
）

⑷
楚
・
越
の
間
に
、
寝
丘
な
る
者
有
り
。
此
の
地
利
あ
ら
ず
し
て
、
名
甚
だ
悪
し
。

楚
人
は
鬼
に
し
て
越
人
は
禨
な
り
。
長
く
有
つ
べ
き
は
、
唯
だ
此
れ
の
み
。

楚
・
越
之
閒
、
有
寢
丘
者
。
此
地
不
利
、
而
名
甚
惡
。
楚
人
鬼
而
越
人
禨
。
可

長
有
者
、
唯
此
也
。（
『
列
子
』
説
符
篇
）

⑸
今
の
南
郡
・
江
夏
・
零
陵
・
桂
陽
・
武
陵
・
長
沙
及
び
漢
中
・
汝
南
郡
は
、
尽
く

楚
の
分
な
り
。
…
…
巫
鬼
を
信
じ
て
、
淫
祀
を
重
ん
ず
。
而
し
て
漢
中
は
淫
失
・

枝
柱
に
し
て
、
巴
蜀
と
俗
を
同
じ
う
す
。

今
之
南
郡
・
江
夏
・
零
陵
・
桂
陽
・
武
陵
・
長
沙
及
漢
中
・
汝
南
郡
、
盡
楚
分

也
。
…
…
信
巫
鬼
、
重
淫
祀
。
而
漢
中
淫
失
枝
柱
、
與
巴
蜀
同
俗
。
（
『
漢
書
』

地
理
志
下
）

⑹
天
旱
は
陽
勝
る
、
故
に
陽
の
党
を
愁
え
し
む
。
巫
は
陽
の
党
た
り
、
故
に
魯
僖
の

旱
に
遭
う
や
、
議
し
て
巫
を
焚
か
ん
と
欲
す
。
巫
は
陽
気
を
含
む
、
以
て
の
故

に
陽
地
の
民
は
多
く
巫
と
為
る
。
巫
は
鬼
に
党
す
、
故
に
巫
は
鬼
巫
と
為
す
。

天
旱
陽
勝
、
故
愁
陽
之
黨
。
巫
爲
陽
黨
、
故
魯
僖
遭
旱
、
議
欲
焚
巫
。
巫
含
陽

氣
、
以
故
陽
地
之
民
多
爲
巫
。
巫
黨
於
鬼
、
故
巫
者
爲
鬼
巫
。
（
『
論
衡
』
訂
鬼

篇
）

⑺
昔
楚
の
国
の
南
郢
の
邑
、
沅
湘
の
間
、
其
の
俗
は
鬼
を
信
じ
て
祠
を
好
む
。
其
の

祠
は
必
ず
歌
楽
舞
鼓
を
作
し
、
以
て
諸
神
を
楽
す
。
屈
原
放
逐
せ
ら
れ
、
其
の

な

域
を
竄
伏
し
、
懐
憂
苦
毒
し
て
、
愁
思
沸
鬱
た
り
。
出
で
て
俗
人
の
祭
祀
の
礼
・

歌
舞
の
楽
を
見
る
に
、
其
の
詞
は
鄙
陋
た
り
。
困
し
み
て
九
歌
の
曲
を
為
作
す
。

昔
楚
國
南
郢
之
邑
、
沅
湘
之
間
、
其
俗
信
鬼
而
好
祠
。
其
祠
必
作
歌
樂
舞
鼓
、

以
樂
諸
神
。
屈
原
放
逐
、
竄
伏
其
域
、
懷
憂
苦
毒
、
愁
思
沸
鬱
。
出
見
俗
人
祭

祀
之
禮
・
歌
舞
之
樂
、
其
詞
鄙
陋
。
困
爲
作
九
歌
之
曲
。
（
『
楚
辞
章
句
』
九
歌

篇
の
序
）

ま
ず
、
楚
地
の
鬼
神
信
仰
や
鬼
神
祭
祀
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
。
⑸
『
漢
書
』

地
理
志
の
「
巫
鬼
を
信
じ
て
、
淫
祀
を
重
ん
ず
」
は
、
漢
代
以
前
の
楚
地
の
風
俗
の
特

徴
を
表
し
た
一
文
と
し
て
有
名
で
あ
る
。「
巫
鬼
」
と
は
、
巫
が
鬼
神
に
祭
祷
し
て
恩
恵

を
授
か
る
方
術
の
こ
と
。「
淫
祀
」
と
は
、
祭
祀
の
対
象
と
す
べ
き
で
な
い
、
様
々
な
鬼

神
を
祭
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑵
『
呂
氏
春
秋
』・
⑷
『
列
子
』
で
は
、
長
く

土
地
を
保
持
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
楚
人
の
よ
う
な
鬼
神
に
対
し
て
敬
虔
な
民
が
暮
ら

し
て
い
る
土
地
の
方
が
望
ま
し
い
と
あ
る
。
⑹
『
楚
辞
章
句
』
の
序
は
、
後
漢
の
王
逸

の
作
で
、
屈
原
が
『
楚
辞
』
九
歌
篇
を
作
成
し
た
経
緯
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
王
逸
は
、
楚
地
の
特
徴
と
し
て
「
其
の
俗
は
鬼
を
信
じ
て
祠
を
好
む
」
と

述
べ
、
鬼
神
信
仰
と
鬼
神
祭
祀
の
盛
ん
な
様
子
を
挙
げ
て
い
る
。

次
に
、
鬼
神
と
人
々
と
の
媒
介
役
で
あ
っ
た
巫
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
。
巫
と

い
う
の
は
、
所
謂
シ
ャ
ー
マ
ン
の
こ
と
で
、
古
代
中
国
で
は
鬼
神
と
交
信
で
き
る
存
在

と
さ
れ
て
い
た
。
藤
野
岩
友
『
巫
系
文
学
論
』（
大
学
書
房
、
一
九
五
一
年
）
に
よ
る
と
、

巫
の
役
割
は
、「
巫
降
」（
祭
祀
に
お
け
る
神
降
ろ
し
の
こ
と
）
、「
歌
舞
」（
祈
祷
祭
祀
で

の
歌
舞
音
楽
の
こ
と
。
⑺
『
楚
辞
章
句
』
に
も
「
其
の
祠
は
必
ず
歌
楽
舞
鼓
を
作
し
」

と
あ
る
）
、「
災
禍
の
祓
禳
・
悪
鬼
の
駆
除
」（
厲
鬼
を
祭
祀
に
よ
っ
て
善
神
に
転
向
さ
せ

た
り
、
厲
鬼
を
方
術
に
よ
っ
て
撃
退
す
る
こ
と
）
、
「
招
魂
」
、
「
夢
占
い
」
、
「
雲
気
・
星

辰
を
基
に
人
事
の
吉
凶
の
予
言
」
、「
占
卜
」（
卜
筮
な
ど
の
占
卜
は
、
貞
人
が
鬼
神
の
意

思
を
窺
う
た
め
に
行
っ
て
い
た
）
な
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
、『
論

語
』
子
路
篇
に
「
人
に
し
て
恒
無
く
ん
ば
、
以
て
巫
医
を
作
す
べ
か
ら
ず
（
人
而
無
恆
、

不
可
以
作
巫
醫
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
巫
は
医
者
と
し
て
の
役
割
等
も
兼
ね
備
え
て
い
た



（ 49 ）

と
さ
れ
て
い
る
が
、
藤
野
氏
に
よ
れ
ば
、
巫
の
最
も
著
し
い
特
色
と
い
う
の
は
、
鬼
神

と
人
間
の
間
に
立
っ
て
一
切
の
交
渉
に
当
た
る
点
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
即
ち
、

こ
の
巫
が
楚
地
で
尊
崇
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
楚
地
の
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た

こ
と
の
一
つ
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
前
掲
し
た
記
述
を
見
て
み
る
と
、
⑵
『
国
語
』
で
は
「
斉
粛
衷
正
に
し
て
、

其
の
智
は
能
く
上
下
に
比
義
し
、
其
の
聖
は
能
く
光
遠
宣
朗
に
し
て
、
其
の
明
は
能
く

之
を
光
照
し
、
其
の
聡
は
能
く
之
を
聴
徹
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楚
で
は
巫
に
対
し
て

極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
⑺
『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
楚
が
衰
退
し
た
理
由
を

「
巫
音
」（
恐
ら
く
は
巫
が
祈
祷
祭
祀
で
な
し
た
歌
舞
音
楽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
に
求
め

て
お
り
、
こ
れ
は
巫
が
楚
の
国
勢
に
寄
与
す
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑾
『
論
衡
』
の
「
巫
は
陽
気
を
含
む
、
以
て
の
故
に
陽
地
の

民
は
多
く
巫
と
為
る
」
に
よ
れ
ば
、
後
漢
以
降
も
、
楚
地
を
含
む
南
方
の
地
域
に
巫
が

多
く
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
見
受
け
ら
れ
る
巫
に
対
す
る
評

価
の
高
さ
は
、
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
信
仰
の
盛
況
さ
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
為
政
者
側
で
あ
っ
た
楚
王
も
、
楚
の
風
俗
と
同
様
に
鬼
神
へ
の
信
仰
が
厚
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
く
⑴
～
⑷
の
文
章
は
、
楚
王
の
鬼
神
信
仰
に
関
す
る

記
述
で
あ
る
。

⑴
霊
王
虐
に
し
て
、
白
公
の
子
張
驟
し
ば
諫
む
。
王
之
を
患
い
、
史
老
に
謂
い
て

し

ば

曰
く
、「
吾
子
張
の
諫
を
已
め
ん
と
欲
す
、
若
何
せ
ん
」
と
。
対
え
て
曰
く
、「
之

を
用
う
る
は
実
に
難
き
も
、
之
を
已
む
る
は
易
し
。
若
し
君
を
諫
め
ば
則
ち
曰

く
、
『
余
左
に
鬼
中
を
執
り
、
右
に
殤
宮
を
執
る
。
凡
百
の
箴

諫
は
、
吾
尽
く

し

ん

か

ん

之
を
聞
け
り
。
寧
ろ
他
言
を
聞
か
ん
』」
と
。

靈
王
虐
、
白
公
子
張
驟
諫
。
王
患
之
、
謂
史
老
曰
、
吾
欲
已
子
張
之
諫
、
若
何
。

對
曰
、
用
之
實
難
、
已
之
易
矣
。
若
諫
君
則
曰
、
余
左
執
鬼
中
、
右
執
殤
宮
。

凡
百
箴
諫
、
吾
盡
聞
之
矣
。
寧
聞
他
言
。（
『
国
語
』
楚
語
上
）

⑵
呉
州
来
を
滅
ぼ
す
。
令
尹
の
子
期
は
呉
を
伐
つ
こ
と
を
請
う
も
、
王
許
さ
ず
し
て

曰
く
、「
吾
未
だ
民
人
を
撫
せ
ず
、
未
だ
鬼
神
に
事
え
ず
、
未
だ
守
備
を
修
め
ず
、

未
だ
国
家
を
定
め
ず
、
而
る
に
民
力
を
用
う
れ
ば
、
敗
ら
る
ど
も
悔
ゆ
べ
か
ら

ず
。
州
来
呉
に
在
る
は
、
猶
お
楚
に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。
子
姑
く
之
を
待
た

ん
」
と
。

吳
滅
州
來
。
令
尹
子
期
請
伐
呉
、
王
弗
許
曰
、
吾
未
撫
民
人
、
未
事
鬼
神
、
未

脩
守
備
、
未
定
國
家
、
而
用
民
力
、
敗
不
可
悔
。
州
來
在
呉
、
猶
在
楚
也
、
子

始
待
之
。（
『
左
伝
』
昭
公
一
三
年
の
条
）

⑶
初
め
、
共
王
は
冢
適
無
く
、
寵
子
五
人
有
り
、
適
と
し
て
立
つ
る
も
の
無
し
。
乃

ち
大
い
に
群
望
に
事
う
る
有
り
て
、
祈
り
て
曰
く
、「
請
う
、
神
五
人
の
者
よ
り

択
び
、
社
稷
に
主
た
ら
し
め
よ
」
と
。
乃
ち
徧
く
璧
を
以
て
群
望
に
見
え
て
曰

く
、
「
璧
に
当
た
り
て
拝
す
る
者
は
、
神
の
立
つ
る
所
な
り
、
誰
か
敢
え
て
之
に

違
わ
ん
」
と
。

初
、
共
王
無
冢
適
、
有
寵
子
五
人
、
無
適
立
焉
。
乃
大
有
事
于
群
望
而
祈
曰
、

請
、
神
擇
於
五
人
者
、
使
主
社
稷
。
乃
徧
以
璧
見
於
群
望
曰
、
當
璧
而
拜
者
、

神
所
立
也
、
誰
敢
違
之
。（
『
左
伝
』
昭
公
一
三
年
の
条
）

⑷
昔
楚
の
霊
王
驕
逸
に
し
て
下
を
軽
ん
じ
、
賢
を

簡

り
鬼
に
務
む
。
巫
祝
の
道
を

あ

な

ど

信
じ
、
斉
戒
潔
鮮
に
し
て
以
て
上
帝
を
祀
り
、
群
神
を
礼
し
て
、
躬
ら
羽
紱
を

執
り
、
起
ち
て
壇
前
に
舞
う
。
呉
人
来
た
り
て
攻
め
、
其
の
国
人
急
を
告
ぐ
る

も
、
而
る
に
霊
王
鼓
舞
し
て
自
若
た
り
。

昔
楚
靈
王
驕
逸
輕
下
、
簡
賢
務
鬼
。
信
巫
祝
之
道
、
齋
戒
潔
鮮
以
祀
上
帝
、
禮

群
神
、
躬
執
羽
紱
、
起
舞
壇
前
。
吳
人
來
攻
、
其
國
人
告
急
、
而
靈
王
鼓
舞
自

若
。（
『
新
論
』〔
『
太
平
御
覧
』
方
術
部
巻
七
三
五
所
収
〕）
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ま
ず
、
⑴
『
左
伝
』・
⑷
『
新
論
』
は
、
楚
の
霊
王
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
⑴
『
左

伝
』
で
は
、
白
公
の
子
張
の
諌
言
を
止
め
さ
せ
る
手
段
と
し
て
「
余
左
に
鬼
中
を
執
り
、

右
に
殤
宮
を
執
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
霊
王
が
日
常
的
に
鬼
神
を
信
仰
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
⑷
『
新
論
』
に
「
楚
の
霊
王
驕
逸
に
し

て
下
を
軽
ん
じ
、
賢
を

簡

り
鬼
に
務
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
⑵
『
左

あ

な

ど

伝
』
で
は
、
楚
の
平
王
が
呉
の
侵
攻
に
対
し
て
派
兵
し
な
い
理
由
と
し
て
「
吾
未
だ
民

人
を
撫
せ
ず
、
未
だ
鬼
神
に
事
え
ず
、
未
だ
守
備
を
修
め
ず
、
未
だ
国
家
を
定
め
ず
」

と
、
ま
だ
民
衆
を
統
治
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
国
の
守
備
を
整
え
て
い
な
い
こ
と
、
国

家
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
な
ど
と
並
べ
て
、
鬼
神
に
事
え
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
平
王
は
、
鬼
神
祭
祀
を
国
家
の
大
事
と
し
て
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
⑶
『
左
伝
』
は
、
楚
の
共
王
が
自
身
の
世
継
ぎ
に
立
て
る
人
物
を
決
め

る
た
め
に
鬼
神
に
祈
願
し
た
と
い
う
故
事
で
あ
り
、
こ
れ
も
楚
王
の
鬼
神
信
仰
が
盛
ん

で
あ
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
は
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
の
気
風
が

充
満
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
中
国
古
代
の

楚
地
に
は
、
こ
う
し
た
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
と
相
反
す
る
鬼
神
観
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
、
伝
世
文
献
や
出
土
文
献
の
記
述
よ
り
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
楚
地
に
お

け
る
鬼
神
観
の
二
面
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
が
楚

地
に
受
容
さ
れ
た
理
由
を
解
明
し
た
い
う
。

そ
も
そ
も
鬼
神
信
仰
と
い
う
の
は
、
鬼
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
に
対
し
て
、
人
々

が
畏
怖
の
感
情
を
抱
い
た
こ
と
を
起
点
と
し
て
い
る
。
人
々
は
そ
の
鬼
神
の
怒
り
を
招

か
な
い
よ
う
に
自
己
の
行
い
を
反
省
し
、
そ
し
て
鬼
神
に
対
し
て
祈
祷
祭
祀
を
挙
行
し

て
、
そ
の
超
越
的
な
力
の
恩
恵
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
超
越
的

な
存
在
で
あ
る
鬼
神
へ
の
畏
怖
に
よ
る
も
の
で
、
人
間
の
素
朴
な
感
情
に
基
づ
い
た
鬼

神
観
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
様
に
人
々
の
鬼
神
に
対
す
る
根
源
的
な
畏
怖
の
感
情
に
基

づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
厲
鬼
な
ど
は
信
仰
の
対
象
と
な
ら
ず
、
災
禍
を
も
た
ら
す
存

在
と
し
て
敵
対
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
鬼
神
信
仰
も
、
鬼
神
の
撃
退
も
、

も
と
は
鬼
神
に
対
す
る
根
源
的
な
畏
怖
を
起
点
と
し
た
鬼
神
観
で
あ
り
、
畏
怖
の
感
情

が
強
い
程
、
人
々
の
鬼
神
に
対
す
る
崇
拝
の
念
も
増
幅
さ
れ
て
、
鬼
神
信
仰
へ
と
向
か

う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
反
対
に
、
そ
の
人
の
鬼
神
に
対
す
る
恐
怖
の
念
が
増
幅
さ
れ
て
、

厲
鬼
の
撃
退
へ
と
向
か
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
鬼
神
に
対
す
る
畏
怖
の
感
情
が
希
薄
で
あ
る
と
、
人
々
は
自
ら
の
目
的
の
為

に
鬼
神
の
意
思
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
し
た
事

例
の
多
く
は
、
楚
王
な
ど
の
為
政
者
側
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
政
治
・
戦
争
・

災
害
と
い
っ
た
国
家
の
大
事
に
際
し
て
、
為
政
者
側
は
卜
筮
や
祭
祀
な
ど
に
よ
っ
て
鬼

神
に
吉
凶
禍
福
の
意
思
を
仰
ぐ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
為
政
者
側
の
思
惑
を
、
鬼
神

の
神
託
と
し
て
喧
伝
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
古
代
の
楚
地
に

は
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
の
気
風
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
為
政
者
の
思
惑
が
絡
ん
だ
卜
筮
・

祭
祀
の
結
果
を
疑
う
こ
と
な
く
、
鬼
神
の
神
託
と
し
て
享
受
す
る
民
衆
が
多
く
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
も
し
鬼
神
の
神
託
と
銘
打
つ
だ
け
で
民
衆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と

す
れ
ば
、
為
政
者
側
に
と
っ
て
は
都
合
が
よ
く
、
鬼
神
の
利
用
価
値
も
極
め
て
高
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

楚
地
に
お
い
て
為
政
者
側
が
鬼
神
を
利
用
し
た
事
例
と
し
て
は
、『
左
伝
』
昭
公
一
七

年
の
条
に
「
呉
楚
を
伐
つ
。
陽
匄
は
令
尹
た
り
。
戦
い
を
卜
す
に
不
吉
な
り
。
司
馬
子

魚
曰
く
、『
我
上
流
を
得
た
り
。
何
の
故
に
不
吉
な
ら
ん
や
。
且
つ
楚
の
故
は
、
司
馬
亀

に
令
す
。
我
改
卜
す
る
こ
と
を
請
う
』
と
。
令
し
て
曰
く
、『
魴
や
、
其
の
属
を
以
て
之

に
死
し
、
楚
の
師
之
に
継
が
ば
、

尚

わ
く
ば
大
い
に
之
に
克
た
ん
』
と
。
吉
な
り
」

こ

い

ね

が

（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
楚
の
平
王
の
四
年
に
、
呉
が
攻
め
て
き
た
際
、
楚

39

の
令
尹
で
あ
っ
た
陽
匄
が
戦
争
の
結
果
を
占
っ
た
と
こ
ろ
、「
不
吉
」
と
い
う
占
辞
が
出

た
。
こ
れ
に
対
し
て
司
馬
の
子
魚
は
、
楚
国
は
川
の
上
流
に
あ
り
、
地
形
的
に
も
有
利
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で
あ
る
か
ら
ど
う
し
て
不
吉
な
こ
と
が
あ
る
か
と
言
っ
て
、
「
改
卜
」
（
再
度
卜
筮
を
行

う
こ
と
）
を
要
求
し
た
。
そ
の
改
卜
の
結
果
、「
吉
」
と
い
う
占
辞
が
出
た
の
で
、
楚
は

呉
を
攻
め
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
為
政
者
側
が
自
身
の
都
合
に
合
わ
せ
て
鬼

神
の
意
思
を
利
用
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
改
卜
」
の
事
例
は
、『
左
伝
』
哀
公

一
七
年
の
条
に
も
「
王

葉
公
と
子
良
を
枚
卜
し
、
以
て
令
尹
と
為
さ
ん
と
す
。
沈
尹
朱

曰
く
、『
吉
な
り
。
其
の
志
よ
り
も
過
ぐ
』
と
。
葉
公
曰
く
、『
王
子
に
し
て
相
国
た
り
、

過
ぐ
る
と
は
将
に
何
を
為
さ
ん
と
す
る
』
と
。
他
日
子
国
を
改
卜
し
て
、
令
尹
と
為
さ

し
む
」（
注

）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
楚
の
恵
王
は
葉
公
と
相
談
し
、
恵
王
の
弟
で
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あ
っ
た
子
良
を
「
枚
卜
」（
卜
筮
の
結
果
で
官
職
を
決
め
る
こ
と
）
し
て
令
尹
に
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、「
吉
で
あ
る
が
、
望
み
を
超
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
占
辞
が
出
た
。
こ

の
占
辞
を
受
け
た
葉
公
は
、
王
子
で
あ
る
子
良
が
相
国
と
な
り
、
更
に
望
み
を
超
え
る

と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
次
は
恵
王
の
王
座
が
危
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
暗
に
恵
王
に

伝
え
た
。
そ
の
結
果
、
恵
王
は
後
日
「
改
卜
」
し
、
子
良
で
は
な
く
子
国
を
令
尹
に
し

た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
側
は
自
身
の
思
惑
で
官
職
を
選
択
し
、
そ
の
理

由
付
け
と
し
て
鬼
神
の
意
思
を
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
為
政
者
側
が
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
し
た
記
録
は
、
戦
国
楚
簡
の
中
に
も
見

受
け
ら
れ
る
。
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
鄭
国
の
子
家
が
自
身
の
君
主
の
霊
公
を

弑
殺
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
特
に
裁
か
れ
る
こ
と
も
な
く
埋
葬
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
、
楚
の
荘
王
が
鄭
を
攻
め
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
（
注

）
。
こ
れ
と
同
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様
の
記
事
は
、『
左
伝
』
や
『
史
記
』
な
ど
の
伝
世
文
献
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
伝
世
文

献
で
は
、
鄭
が
楚
と
先
に
盟
約
を
結
ん
で
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
楚
と
敵
対
し
て
い
た

晋
と
も
密
約
を
結
ぶ
と
い
っ
た
不
義
を
働
い
て
い
た
こ
と
が
、
楚
が
鄭
を
攻
め
た
理
由

と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
鄭
子
家
喪
』
で
は
、
楚
の
荘
王
が
鄭
を
攻
め
た
理
由
を
、「
如

し
上
帝
鬼
神
以
て
怒
り
を
為
さ
ば
、
吾
将
た
何
を
以
て
答
え
ん
や
（
如
上
帝
鬼
神
以
為

は

怒
、
吾
將
何
以
答
）」
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
君
主
の
弑
殺
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た

子
家
が
何
の
刑
罰
も
受
け
ず
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
帝
や
鬼
神
の
怒
り
を
買

う
こ
と
を
恐
れ
た
と
い
う
の
が
、
楚
が
鄭
を
攻
め
た
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
中
村
未
来

氏
は
、
こ
の
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
史
実
を
記
録
し
た
文
献
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
荘

王
を
主
人
公
と
し
た
物
語
性
の
強
い
文
献
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
者
が
ど
の
様
に
行
動

す
れ
ば
良
い
か
を
示
し
た
教
誨
書
の
類
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
注

）
。
も
し

42

教
誡
書
の
類
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
鄭
子
家
喪
』
の
鬼
神
の
怒
り
を
恐
れ
て
派
兵
す
る

と
い
う
理
由
は
、
中
国
古
代
の
楚
地
に
お
い
て
開
戦
の
大
義
名
分
と
し
て
許
容
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
楚
地
で
は
、
戦
争
な
ど
の
国
家
の
大
事
の
際

に
、
鬼
神
の
意
思
を
大
事
の
決
断
の
理
由
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
鬼
神
の
意
思
に
は
、
為
政
者
側
の
政
治
的
な
思
惑
が
多
分
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
注

）
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
楚
地
に
お
け
る
為
政
者
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層
は
、
あ
る
時
は
鬼
神
を
畏
敬
し
て
信
仰
し
、
そ
の
神
託
に
対
し
て
真
剣
に
向
き
合
う

と
い
う
一
面
と
、
ま
た
あ
る
時
は
鬼
神
を
畏
れ
ず
、
国
家
の
大
事
の
際
に
そ
の
信
仰
を

利
用
す
る
と
い
う
、
鬼
神
観
の
二
面
性
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
楚
地
で
は
鬼
神
信
仰
の
盛
ん

な
気
風
が
あ
っ
た
た
め
か
、
為
政
者
側
が
そ
れ
を
利
用
し
、
鬼
神
の
意
思
と
し
て
自
身

の
政
治
的
な
思
惑
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
行
為
が
段
々
と
恣
意
的

に
な
っ
て
い
け
ば
、
鬼
神
信
仰
に
敬
虔
な
楚
人
の
中
に
も
、
鬼
神
の
意
思
を
疑
う
者
が

現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
盛
ん
な
鬼
神
信
仰
と
相
反
す
る
『
鬼

神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
文
献
が
楚
地
で
受
容
さ
れ
、
且
つ
そ
の
著
者
自
身
も

楚
を
含
む
南
方
の
地
域
性
を
有
し
て
い
た
の
は
、
鬼
神
の
意
思
を
疑
う
様
に
な
っ
た
楚

人
に
よ
っ
て
、
既
に
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
発
生
・
浸
透
す
る
土
壌
が
楚
地
に
形
成
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
鬼
神
之
明
』
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『
凡
物
流
形
』
は
、
鬼
神
信
仰
の
盛
ん
な
楚
地
で
あ
る
が
故
に
受
容
さ
れ
た
文
献
で
あ

っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
と
い
っ
た
二
種
の
文
献
に
は
、

「
無
鬼
」
の
思
想
の
基
盤
と
な
る
様
な
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
表
れ
て
い
る
こ
と
と
、

楚
地
を
含
む
中
原
よ
り
南
方
の
地
域
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
文
献
と
の
関
係
性
が
深
い
中
国
古
代
に
お
け
る
楚
地
の
鬼
神
観
に
は
、

鬼
神
に
対
す
る
畏
怖
の
厚
薄
か
ら
、
鬼
神
信
仰
に
向
か
う
場
合
と
、
鬼
神
の
利
用
に
向

か
う
場
合
と
の
二
面
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
二
面
性
に
よ
っ
て
、

中
国
古
代
の
楚
地
に
、
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
発
生
・
浸
透
す
る
土
壌
が
形
成
さ
れ
、

そ
の
結
果
『
鬼
神
之
明
』『
凡
物
流
形
』
の
よ
う
な
文
献
が
受
容
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
従
来
の
通
説
で
あ
っ
た
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
の
よ
う
な
人
事
重
視
・
現

実
志
向
の
思
想
家
に
よ
っ
て
「
無
鬼
」
論
の
思
想
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
見
解

に
、
若
干
の
補
足
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
儒
家
・
法
家
・
兵
家
を

基
軸
と
す
る
「
無
鬼
」
論
の
系
譜
と
は
別
に
、
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
な
楚
地
に
お
い
て
、

逆
行
的
に
発
生
・
浸
透
し
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
蓄
積
さ
れ
た
結
果
、「
無
鬼
」
論
の

思
想
的
基
盤
の
一
つ
が
楚
地
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
今
後
、
中
国
古

代
を
対
象
と
し
た
鬼
神
観
の
研
究
で
は
、
こ
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
を
基
軸
と
し
た

「
無
鬼
」
論
の
系
譜
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
注

）
。
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一
方
で
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
に
表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
や
発
問
は
、

信
仰
の
対
象
で
あ
る
鬼
神
を
理
解
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、

一
概
に
「
無
鬼
」
の
志
向
が
あ
っ
た
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
中
国

古
代
の
楚
地
に
お
け
る
鬼
神
観
は
、
ま
だ
「
有
鬼
」
や
「
無
鬼
」
と
い
っ
た
区
分
が
確

立
す
る
以
前
の
、
何
方
の
要
素
も
兼
ね
備
え
た
曖
昧
な
過
渡
期
の
段
階
で
あ
っ
た
と
見

な
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
点
に
留
意

し
つ
つ
、
戦
国
楚
簡
等
の
出
土
文
献
を
中
心
に
、
中
国
思
想
史
上
に
お
け
る
鬼
神
観
の

諸
相
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）
本
論
の
執
筆
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
論
著
も
参
考
と
し
た
。
な
お
、
新
中
国
成
立
以

降
の
鬼
神
観
関
連
の
論
著
の
中
に
は
、
唯
物
史
観
に
基
づ
き
、
古
代
以
来
中
国
で
は
「
無
鬼
」

が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
目
的
で
著
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
銭
穆
氏
・

王
友
三
氏
ら
の
著
書
に
も
、
こ
う
し
た
思
想
が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
資
料
と
し
て
扱
う
際

に
は
、
予
め
文
章
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
上
博
楚
簡
と
は
、
一
九
九
四
年
の
春
に
香
港
の
骨
董
市
場
に
流
出
し
た
全
千
二
百
余
簡
の
竹

簡
群
で
、
上
海
博
物
館
が
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
盗
掘
簡
で
あ
っ
た
た
め
、
出
土
し
た
時

期
・
場
所
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
説
で
は
、
戦
国
時
代
は
楚
の
地
域
で
あ
っ
た
湖
北
省
の

出
土
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
発
見
時
期
が
郭
店
楚
墓
の
盗
掘
時
期
と
近
か
っ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
郭
店
楚
墓
出
土
の
竹
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
盗
掘
簡
で
あ
っ
た
た

め
に
、
出
土
地
か
ら
の
年
代
測
定
は
行
え
な
か
っ
た
が
、
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所

が
行
っ
た
炭
素
一
四
（
炭
素
の
半
減
期
を
利
用
し
た
測
定
法
）
の
年
代
測
定
に
よ
る
と
、
竹

簡
の
書
写
年
代
は
、
戦
国
中
期
の
紀
元
前
三
〇
八
年±

六
五
年
（
前
三
七
三
～
前
二
四
三
年
）

で
あ
り
、
お
よ
そ
戦
国
中
期
後
半
頃
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
上
海
博
物
館
の
館
長
で

あ
っ
た
馬
承
源
氏
は
、
竹
簡
の
内
容
や
字
体
の
検
討
、
及
び
郭
店
楚
簡
と
の
比
較
等
か
ら
、

書
写
年
代
の
下
限
は
、
秦
の
白
起
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
楚
が
郢
か
ら
陳
へ
と
都
を
移
し
た
前
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二
七
八
年
以
前
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
年
を
下
限
と
す
る
な
ら
ば
、
上
博
楚

簡
の
書
写
年
代
の
下
限
は
「
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
七
八
年
」
の
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
上
博
楚
簡
に
関
す
る
情
報
は
、
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』（
一
）

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
前
言
及
び
、
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」
（
上
海
大

學
古
代
文
明
研
究
中
心
・
清
華
大
學
思
想
文
化
研
究
所
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』

所
収
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
３
）
本
節
で
は
『
墨
子
』
の
本
文
を
多
数
引
用
し
て
い
る
。
釈
読
に
関
し
て
は
、
孫
詒
譲
『
墨
子

間
詁
』
上
・
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
田
琢
『
墨
子
』
上
・
下
（
新
釈
漢
文
大
系
、

明
治
書
院
、
一
九
七
五
・
一
九
八
七
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
４
）『
鬼
神
之
明
』
の
竹
簡
に
関
す
る
情
報
は
、
曹
錦
炎
「
『
鬼
神
之
明
』
訳
注
」（
馬
承
源
主
編
『
上

海
博
物
館
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
の
説
明
に
基
づ
く
。

（
５
）
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
簡
帛
研
究
網
は
サ
イ
ト
が
閉
鎖
状
態
で
あ
る
た
め
、
李
鋭
「
読
上

博
五
札
記
」
（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）
、
廖
名
春
「
読
《
上
博
五
・
鬼
神

之
明
》
篇
札
記
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
〇
日
）
は
閲
覧
で
き
な
い
。

（
６
）
用
例
と
し
て
は
、『
尚
書
』
西
伯
戡
黎
篇
の
「
奔
告
于
受
」
の
馬
注
に
「
受
は
読
み
て
紂
と
曰

う
（
受
讀
曰
紂
）」
と
あ
る
（
鄭
権
中
『
通
借
字
萃
編
』
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、

四
五
二
頁
参
照
）。

（
７
）
な
お
、『
墨
子
』
で
は
、
暴
王
側
の
「
桀
紂
幽
厲
」
と
い
う
併
称
パ
タ
ー
ン
が
聖
王
側
の
併
称

パ
タ
ー
ン
と
異
な
り
、
上
記
四
人
で
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）「
榮
夷
公
」
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
周
本
紀
に
「
厲
王

即
位
三
十
年
、
利
を
好
み
、
栄
夷
公

を
近
づ
く
。
大
夫
の
芮
良
夫

厲
王
を
諫
め
て
曰
く
、『
王
室
其
れ
将
に
卑
か
ら
ん
と
す
る
か
。

夫
れ
栄
公
は
利
を
専
ら
に
す
る
を
好
み
て
大
難
を
知
ら
ず
。
…
…
栄
公

若
し
用
う
れ
ば
周
必

ず
敗
れ
ん
』
と
。
厲
王

聴
か
ず
。
卒
に
栄
公
を
以
て
卿
士
と
為
し
、
事
を
用
い
し
む
（
厲
王

即
位
三
十
年
、
好
利
、
近
榮
夷
公
。
大
夫
芮
良
夫
諫
厲
王
曰
、
王
室
其
將
卑
乎
。
夫
榮
公
好

專
利
而
不
知
大
難
。
…
…
榮
公
若
用
周
必
敗
也
。
厲
王
不
聽
。
卒
以
榮
公
爲
卿
士
、
用
事
）」

と
あ
る
。
ま
た
、『
国
語
』
周
語
上
に
も
同
様
の
文
章
が
見
え
る
。

（
９
）
夏
桀
染
於
干
辛
推
哆
、
殷
紂
染
於
崇
侯
惡
來
、
厲
王
染
於
厲
公
長
父
榮
夷
終
、
幽
王
染
於
傅

公
夷
蔡
公
穀
。
此
四
王
者
、
所
染
不
當
。
故
國
殘
、
身
死
為
天
下
僇
。
舉
天
下
不
義
辱
人
、

必
稱
此
四
王
者
。（
『
墨
子
』
所
染
篇
）

（

）
齊
桓
染
於
管
仲
鮑
叔
、
晉
文
染
於
舅
犯
高
偃
、
楚
莊
染
於
孫
叔
沈
尹
、
呉
闔
閭
染
於
伍
員
文

10

義
、
越
句
踐
染
於
范
蠡
大
夫
種
。
此
五
君
者
、
所
染
當
。
故
霸
諸
侯
、
功
名
傅
於
後
世
。（『
墨

子
』
所
染
篇
）

（

）
是
以
吏
治
官
府
之
不
絜
廉
、
男
女
之
爲
無
別
者
、
鬼
神
見
之
。
民
之
爲
淫
暴
・
寇
亂
・
盜
賊
、

11

以
兵
刃
・
毒
藥
・
水
火
、
退
無
罪
人
乎
道
路
、
奪
人
車
馬
衣
裘
以
自
利
者
、
有
鬼
神
見
之
。

是
以
吏
治
官
府
、
不
敢
不
絜
廉
、
見
善
不
敢
不
賞
、
見
暴
不
敢
不
罪
。
…
…
是
以
天
下
治
。

故
鬼
神
之
明
、
不
可
爲
幽
閒
・
廣
澤
・
山
林
・
深
谷
、
鬼
神
之
明
必
知
之
。
鬼
神
之
罰
、
不

可
爲
富
貴
・
眾
強
・
勇
力
・
強
武
・
堅
甲
・
利
兵
、
鬼
神
之
罰
必
勝
之
。
（
『
墨
子
』
明
鬼
下

篇
）

（

）
若
使
鬼
神
請
亡
、
是
乃
費
其
所
爲
酒
醴
粢
盛
之
財
耳
。
且
夫
費
之
、
非
特
注
之
汙
壑
而
棄
之

12

也
。
內
者
宗
族
、
外
者
郷
里
、
皆
得
如
具
飲
食
之
。
雖
使
鬼
神
請
亡
、
此
猶
可
以
合
驩
聚
眾
、

取
親
於
郷
里
。（
『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
）

（

）
墨
子
と
門
人
の
鬼
神
に
関
す
る
問
答
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
墨
子
』
公
孟
篇
に
「
子
墨
子
の

13

門
に
游
ぶ
者
有
り
。
子
墨
子
に
謂
い
て
曰
く
、
『
先
生
鬼
神
を
以
て
明
知
と
為
す
。
能
く
禍
福

を
為
し
、
善
を
為
す
者
は
之
を
富
ま
し
、
暴
を
為
す
者
は
之
に
禍
す
。
今
吾
先
生
に
事
う
る

や
久
し
。
而
る
に
福
は
至
ら
ず
。
意
う
に
、
先
生
の
言
善
か
ら
ざ
る
こ
と
有
る
か
、
鬼
神
明

な
ら
ざ
る
か
。
我
何
の
故
に
福
を
得
ざ
る
や
』
と
。
子
墨
子
曰
く
、『
子
福
を
得
ざ
る
と
雖
も
、

吾
が
言
何
に
遽
り
て
か
善
か
ら
ず
し
て
、
鬼
神
何
に
遽
り
て
か
明
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
子
亦
た

刑
徒
を
匿
す
の
刑
有
る
を
聞
け
る
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、『
未
だ
之
を
聞
く
を
得
ざ
る
な
り
』

と
。
子
墨
子
曰
く
、
『
今
此
に
人
有
り
、
子
に
什
ば
い
す
。
子
能
く
什
ば
い
之
を
誉
め
て
自
ら

を
誉
む
る
を
一
に
せ
ん
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、
『
能
わ
ず
』
と
。
『
此
に
人
有
り
、
子
に
百
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ば
い
す
。
子
能
く
終
身
其
の
善
を
誉
め
て
子
は
一
も
す
る
こ
と
無
き
か
』
と
。
対
え
て
曰
く
、

『
能
わ
ず
』
と
。
子
墨
子
曰
く
、『
一
人
を
匿
す
者
す
ら
、
猶
お
罪
有
る
が
ご
と
し
。
今
、
子

の
匿
す
所
の
者
は
、
此
の
若
く
其
れ
多
し
。
将
に
厚
罪
有
ら
ん
と
す
る
者
な
り
。
何
の
福
か

之
れ
求
め
ん
』
と
」
（
游
於
子
墨
子
之
門
者
。
謂
子
墨
子
曰
、
先
生
以
鬼
神
爲
明
知
。
能
爲
禍

福
、
爲
善
者
富
之
、
爲
暴
者
禍
之
。
今
吾
事
先
生
久
矣
。
而
福
不
至
。
意
者
先
生
之
言
有
不

善
乎
、
鬼
神
不
明
乎
。
我
何
故
不
得
福
也
。
子
墨
子
曰
、
雖
子
不
得
福
、
吾
言
何
遽
不
善
、

而
鬼
神
何
遽
不
明
。
子
亦
聞
乎
匿
刑
徒
之
有
刑
乎
。
對
曰
、
未
之
得
聞
也
。
子
墨
子
曰
、
今

有
人
於
此
、
什
子
。
子
能
什
譽
之
而
一
自
譽
乎
。
對
曰
、
不
能
。
子
墨
子
曰
、
匿
一
人
者
、

猶
有
罪
。
今
子
所
匿
者
、
若
此
其
多
。
將
有
厚
罪
者
也
。
何
福
之
求
）
と
あ
る
。
な
お
、「
子

亦
聞
乎
匿
刑
徒
之
有
刑
乎
」
は
、
原
本
で
は
「
子
亦
聞
乎
匿
徒
之
刑
之
有
刑
乎
」
で
あ
る
が
、

『
墨
子
間
詁
』
に
従
い
改
め
る
。

（

）
則
此
言
、
鬼
神
之
所
賞
、
無
小
必
賞
之
。
鬼
神
之
所
罰
、
無
大
必
罰
之
。（『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
）

14
（

）
な
お
、
本
文
献
の
文
中
に
は
「
子
墨
子
」
と
い
っ
た
呼
称
や
、「
兼
愛
」
と
い
っ
た
墨
家
特
有

15

の
ワ
ー
ド
が
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
墨
家
の
文
献
で
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
本
文
中
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
本
文
献
と
『
墨
子
』
と
は
、
そ
の
鬼
神
観
や
文
中
の

用
法
な
ど
に
お
い
て
類
似
性
が
極
め
て
高
く
、
少
な
く
と
も
墨
家
に
関
係
す
る
人
物
の
手
に

よ
る
著
作
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（

）
浅
野
裕
一
『
墨
子
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
一
五
三
頁
に
「
明
鬼
を
説
く
墨
子

16

の
動
機
・
意
図
よ
り
み
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
の
方
便
で
あ
り
、
他
方
墨
子
が
与
え
よ
う
と
し

た
鬼
神
信
仰
の
形
態
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
宗
教
だ
っ
た
と
判
定
で
き
る
」
と

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
墨
子
の
明
鬼
論
は
、
社
会
秩
序
の
回
復
と
い
う
動
機
・
意
図
と
、

そ
の
教
化
手
段
の
為
の
鬼
神
信
仰
と
い
う
方
便
と
が
両
立
し
た
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

（

）
相
里
勤
之
弟
子
・
五
侯
之
徒
、
南
方
之
墨
者
苦
獲
・
已
齒
・
鄧
陵
子
之
屬
、
俱
誦
墨
經
。
而

17

倍
譎
不
同
、
相
謂
別
墨
。（
『
荘
子
』
天
下
篇
）

（

）
自
墨
子
之
死
也
、
有
相
里
氏
之
墨
、
有
相
夫
氏
之
墨
、
有
鄧
陵
氏
之
墨
。
故
孔
・
墨
之
後
、

18

儒
分
爲
八
、
墨
離
爲
三
、
取
舍
相
反
、
不
同
。
而
皆
自
謂
真
孔
・
墨
、
孔
・
墨
不
可
復
生
。（
『
韓

非
子
』
顕
学
篇
）

（

）
前
掲
注
（

）
の
墨
子
と
門
人
と
の
問
答
を
参
照
。

19

13

（

）
森
三
樹
三
郎
『
墨
子
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

20
（

）
其
所
以
亡
於
吳
越
之
閒
者
、
亦
以
攻
戰
。
…
…
故
當
攻
戰
而
不
可
不
非
。
（
『
墨
子
』
非
攻
中

21

篇
）

（

）
今
王
公
大
人
天
下
之
諸
侯
、
則
不
然
。
將
必
皆
差
論
其
爪
牙
之
士
、
比
列
其
舟
車
之
卒
伍
、

22

於
此
爲
堅
甲
利
兵
、
以
往
攻
伐
無
罪
之
國
。
…
…
夫
無
兼
國
覆
軍
、
賊
虐
萬
民
、
以
亂
聖
人

之
緒
。
意
將
以
爲
利
天
乎
。（
『
墨
子
』
非
攻
下
篇
）

な
お
、「
比
列
其
舟
車
之
卒
伍
」
は
、

原
文
で
は
「
皆
列
其
舟
車
之
卒
伍
」
で
あ
る
が
、『
墨
子
間
詁
』
に
従
い
「
皆
」
字
を
「
比
」

字
に
改
め
る
。

（

）
古
者
吳
闔
閭
教
七
年
、
奉
甲
執
兵
、
奔
三
百
里
而
舍
焉
、
次
注
林
、
出
於
冥
隘
之
徑
、
戰
於

23

柏
舉
、
中
楚
國
而
朝
宋
與
及
魯
。
至
夫
差
之
身
、
北
而
攻
齊
、
舍
於
汶
上
、
戰
於
艾
陵
、
大

敗
齊
人
而
葆
之
大
山
。
東
而
攻
越
、
濟
三
江
五
湖
而
葆
之
會
稽
。
九
夷
之
國
莫
不
賓
服
。
於

是
退
不
能
賞
孤
、
施
舍
群
萌
、
自
恃
其
力
、
伐
其
功
、
譽
其
智
、
怠
於
教
、
遂
築
姑
蘇
之
臺
、

七
年
不
成
。
及
若
此
、
則
吳
有
離
罷
之
心
。
越
王
句
踐
視
吳
上
下
不
相
得
、
收
其
眾
以
復
其

讎
、
入
北
郭
、
徙
大
內
、
圍
王
宮
而
吳
國
以
亡
。
…
…
今
以
攻
戰
爲
利
、
則
蓋
嘗
鑒
之
於
智

伯
之
事
乎
。
此
其
爲
不
吉
而
凶
、
既
可
得
而
知
矣
。（
『
墨
子
』
非
攻
篇
）

（

）
吳
王
聞
之
大
怒
、
乃
取
子
胥
尸
盛
以
鴟
夷
革
、
浮
之
江
中
。
吳
人
憐
之
、
爲
立
祠
於
江
上
、

24

因
命
曰
胥
山
（
『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
）

（

）
『
史
記
正
義
』
に
、
「
『
呉
地
記
』
に
云
う
、
『
胥
山
は
、
太
湖
の

辺

の
胥
湖
の
東
岸
の
山
な

ほ

と

り

25

り
。
西
は
胥
湖
に
臨
み
、
山
に
古
の
丞
胥
二
王
の
廟
有
り
』
と
。
按
ず
る
に
、
其
の
廟
子
胥

の
事
な
ら
ず
。
太
史
の
誤
り
な
り
、
張
注
も
又
た
非
な
り
（
吴
地
記
云
、
胥
山
、
太
湖
邊
胥

湖
東
岸
山
。
西
臨
胥
湖
、
山
有
古
丞
胥
二
王
廟
。
按
、
其
廟
不
干
子
胥
事
。
太
史
誤
矣
、
張



（ 55 ）

注
又
非
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
で
い
う
と
こ
ろ
の
廟
と
い
う
の
は
、

実
は
長
江
で
は
な
く
太
湖
付
近
の
胥
山
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
廟
は
伍
子
胥
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
滝
川
亀
太
郎
『
史
記
会
中
考
証
』
の
考
証
で

は
、
中
井
履
軒
『
史
記
雕
題
』
の
「
祠
を
江
上
に
立
つ
と
は
、
直
だ
是
れ
岸
側
な
り
。
其
の

自
る
処
山
有
り
、
胥
山
と
名
づ
け
、
湖
上
の
胥
山
と
相
い

渉

ら
ず
（
立
祠
于
江
上
、
直
是

か

か

わ

岸
側
。
其
處
自
有
山
、
名
胥
山
、
不
與
湖
上
胥
山
相
渉
）」
と
い
う
説
を
引
く
。
履
軒
は
『
史

記
』
が
引
く
伍
子
胥
の
廟
は
長
江
の
岸
側
に
あ
っ
た
と
い
う
記
録
に
基
づ
き
、
胥
山
も
そ
の

付
近
に
あ
っ
た
山
が
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
説
く
。
ま
た
、『
史
記
正
義
』
が
い
う

太
湖
付
近
に
あ
っ
た
胥
山
は
、
名
前
が
同
じ
で
あ
る
だ
け
で
、
無
関
係
の
山
で
あ
っ
た
と
い

う
。『
史
記
』
の
原
文
で
は
、
伍
子
胥
の
死
体
が
長
江
に
遺
棄
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
長
江
付
近

に
廟
が
立
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
も
し
『
史
記
正
義
』
の
い
う
太
湖
付
近
の
胥
山
に
あ
っ
た
廟

で
あ
れ
ば
、
原
文
は
「
立
祠
于
江
上
」
で
は
無
く
、
「
立
祠
于
湖
上
」
や
「
立
祠
于
山
上
」
と

す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
『
史
記
正
義
』
の
説
に
は
従
わ
ず
、

履
軒
の
説
を
支
持
し
、『
史
記
』
伍
子
胥
列
伝
の
廟
は
、
伍
子
胥
を
祀
っ
た
廟
で
あ
っ
た
と
解

釈
し
た
。

（

）『
史
記
』
越
王
勾
践
世
家
に
「
是
に
於
い
て
越
は
遂
に
斉
を
釈
て
て
楚
を
伐
つ
。
楚
の
威
王
兵

す

26

を
興
し
て
之
を
伐
ち
、
大
い
に
越
を
敗
り
、
王
無
彊
を
殺
し
、
尽
く
故
の
呉
の
地
の
浙
江
に

至
る
ま
で
を
取
り
、
北
し
て
斉
を
徐
州
に
破
る
。
而
し
て
越
は
此
を
以
て
散
り
、
諸
族
子
争

い
立
ち
、
或
い
は
王
と
為
り
、
或
い
は
君
と
為
り
、
江
南
の
海
上
に
濱
し
、
楚
に
服
朝
す
（
於

是
越
遂
釋
齊
而
伐
楚
。
楚
威
王
興
兵
而
伐
之
、
大
敗
越
、
殺
王
無
彊
、
盡
取
故
吳
地
至
浙
江
、

北
破
齊
於
徐
州
。
而
越
以
此
散
、
諸
族
子
爭
立
、
或
爲
王
、
或
爲
君
、
濱
於
江
南
海
上
、
服

朝
於
楚
」
と
あ
る
。

（

）
な
お
、
墨
家
教
団
の
影
響
が
越
な
ど
の
南
方
の
地
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
墨
子
』
の
説

27

話
類
な
ど
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
墨
子
』
魯
問
篇
に
「
墨
子
游
公
尚
過
於
越
。
公

尚
過
說
越
王
」
と
、
墨
子
が
門
人
を
越
に
遊
説
さ
せ
た
記
録
が
あ
る
。

（

）
二
〇
二
〇
年
五
月
現
在
、
簡
帛
研
究
網
は
サ
イ
ト
が
閉
鎖
状
態
で
あ
り
、
李
鋭
「
上
博
簡
《
凡

28

物
流
形
》
釈
文
新
編
」（
簡
帛
研
究
網
、
二
〇
〇
九
年
一
月
二
日
）
は
閲
覧
で
き
な
い
。

（

）
第
二
章
第
一
節
語
注
⑥
「
奚
自
」
の
解
釈
は
、
鳥
羽
加
寿
也
・
菊
池
孝
太
朗
「
上
博
七
《
凡

29

物
流
形
》
第
六
、
七
簡
新
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
既
に
蕭
聖
中
「
上
博
七
《
凡
物
流
形
》
補
釈
五
則
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）
で

も
、「
奚
自
」
の
二
字
を
連
接
さ
せ
て
一
つ
の
疑
問
詞
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る

も
の
の
、
本
論
が
『
韓
非
子
』
の
例
を
引
い
て
「
何
故
」
の
意
で
解
釈
し
た
の
に
対
し
、
蕭

聖
中
氏
は
「
何
従
」
で
、「
何
に
由
来
し
て
」
と
い
う
意
で
解
釈
し
て
い
る
。

（

）
朱
曉
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
五
三
五
頁
に
よ
る
と
、「
賽
」

30

字
は
、
基
本
的
に
「
祷
」
字
と
連
接
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
祭
」
字
や
「
祀
」
字
と
連
接
し

て
い
る
用
例
は
、
出
土
文
献
や
伝
世
文
献
中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、

本
文
献
に
お
け
る
「
賽
」
字
も
、
下
文
の
「
祭
」
字
と
は
連
接
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

（

）
第
二
章
第
一
節
語
注
⑦
「
賽
之
」
字
の
転
倒
に
関
す
る
解
釈
は
、
鳥
羽
加
寿
也
・
菊
池
孝
太

31

朗
「
上
博
七
《
凡
物
流
形
》
第
六
、
七
簡
新
釈
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

（

）『
簡
帛
古
書
通
仮
字
大
系
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
九
三
頁
を
参
照
。

32
（

）
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」
（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古

33

代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）、
七
二
頁
～
七
三
頁
。

（

）
浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
凡
物
流
形
』
の
全
体
構
成
」
（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語
る
中
国
古

34

代
思
想
（
三
）』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
）、
七
七
頁
～
七
八
頁
。

（

）
天
子
以
犧
牛
、
諸
侯
以
肥
牛
、
大
夫
以
索
牛
、
士
以
羊
豕
。（
『
礼
記
』
曲
礼
篇
）

35

孝
子
將
祭
、
…
…
薦
其
薦
俎
、
序
其
禮
樂
、
備
其
百
官
、
奉
承
而
進
之
。（
『
礼
記
』
祭
義
篇
）

冬
、
塞
禱
祠
。
其
牲
用
牛
・
犢
各
一
、
牢
具
珪
幣
各
異
。（
『
史
記
』
封
禅
書
）

（

）

祷
於
昭
王
、
特
牛
饋
之
。

祷
文
坪
夜
君
・
郚
公
子
春
・
司
馬
子
音
・
蔡
公
子
家
、
各

36
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特
豢
・
酒
食
。
（
『
包
山
楚
簡
』
第
二
〇
〇
号
簡
）

一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
湖
北

省
荊
門
市
で
発
見
さ
れ
た
包
山
楚
簡
に
は
、「
卜
筮
祭
祷
簡
」
と
呼
ば
れ
る
竹
簡
群
が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
貞
人
ら
が
墓
主
で
あ
る
左
尹
昭

の
病
気
の
治
癒
の
た
め
に
、
卜
筮

に
よ
っ
て
鬼
神
と
交
信
し
、
墓
主
の
病
状
と
そ
の
吉
凶
禍
福
を
問
い
、
そ
の
見
返
り
と
し
て

鬼
神
を
祀
り
、
犠
牲
を
捧
げ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
録
は
、
前
三
一
八

年
か
ら
前
三
一
六
年
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
戦
国
中
期
頃
に
お
け
る
楚
の
鬼
神
祭
祀
の
実
情

を
記
し
た
文
献
と
し
て
、
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
。
な
お
包
山
楚
簡
の
釈
読
に
関
し
て

は
、
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
編
『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
及
び
、
朱

曉
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（

）
今
執
無
鬼
者
言
曰
、
鬼
神
者
固
請
無
有
。
是
以
不
共
其
酒
醴
・
粢
盛
・
犧
牲
之
財
。（
『
墨
子
』

37

明
鬼
下
篇
）

（

）
今
所
祭
死
人
、
死
人
無
知
、
不
能
飲
食
。
何
以
審
其
不
能
歆
享
飲
食
也
。（
『
論
衡
』
祀
義
篇
）

38
（

）
吳
伐
楚
。
陽
匄
爲
令
尹
。
卜
戰
不
吉
。
司
馬
子
魚
曰
、
我
得
上
流
。
何
故
不
吉
。
且
楚
故
、

39

司
馬
令
龜
。
我
請
改
卜
。
令
曰
、
魴
也
、
以
其
屬
死
之
、
楚
師
繼
之
、
尚
大
克
之
。
吉
。（
『
左

伝
』
昭
公
一
七
年
の
条
）

（

）
王
與
葉
公
枚
卜
子
良
、
以
爲
令
尹
。
沈
尹
朱
曰
、
吉
。
過
於
其
志
。
葉
公
曰
、
王
子
而
相
國
、

40

過
將
何
爲
。
他
日
改
卜
子
國
、
而
使
爲
令
尹
。（
『
左
伝
』
哀
公
一
七
年
の
条
）

（

）
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
七
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

41

参
照
。
な
お
、
内
容
に
関
し
て
は
、
小
寺
敦
「
上
海
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
訳
注

附
・
史
料

的
性
格
に
関
す
る
小
考
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
七
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
福
田

一
也
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
二

号
、
二
〇
一
一
年
）
、
中
村
未
来
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
の
検
討
」
（
同
『
戦
国
秦
漢
簡

牘
の
思
想
史
的
研
究
』
所
収
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（

）
中
村
未
来
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
の
検
討
」
（
同
『
戦
国
秦
漢
簡
牘
の
思
想
史
的
研
究
』

42

所
収
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（

）
な
お
、
中
国
古
代
の
戦
争
に
お
い
て
、
鬼
神
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
何
も
楚
地
だ

43

け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、『
史
記
』
田
単
列
伝
に
「
田

單
因
宣
言
曰
、
神
來
下
教
我
。
乃
令
城
中
人
曰
、
當
有
神
人
爲
我
師
。
有
一
卒
曰
、
臣
可
以

爲
師
乎
。
因
反
走
。
田
單
乃
起
引
還
、
東
郷
坐
、
師
事
之
。
卒
曰
、
臣
欺
君
。
誠
無
能
也
。

田
單
曰
、
子
勿
言
也
。
因
師
之
。
毎
出
約
束
、
必
稱
神
師
」
と
、
斉
の
田
単
が
燕
と
の
戦
の

際
、
自
軍
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
、
一
兵
卒
を
神
と
し
て
崇
め
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（

）
な
お
、
戦
国
期
の
竹
簡
の
ほ
と
ん
ど
が
、
楚
地
を
中
心
と
し
た
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る

44

た
め
、
『
鬼
神
之
明
』
『
凡
物
流
形
』
に
表
れ
た
鬼
神
に
対
す
る
疑
念
が
、
果
た
し
て
楚
地
だ

け
の
特
色
で
あ
っ
た
か
は
、
現
状
判
断
し
難
い
。
今
後
、
楚
地
以
外
の
地
域
か
ら
竹
簡
が
発

見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
是
非
を
判
断
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

［
附
記]

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費2

0
J2
0
0
60

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

菊
池

孝
太
朗
（
き
く
ち
・
こ
う
た
ろ
う
）

一
九
九
五
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振

興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）
。
専
門
は
中
国
古
代
思
想
史
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本

用
語
集
』（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、
主
要
論
文
に
「
中

井
竹
山
の
歴
史
観
と
元
号
観
と
―
『
草
茅
危
言
』
巻
之
一
「
年
号
ノ
事
」
を
手
掛
か
り
に

―
」（
『
懐
徳
』
第
八
八
号
、
二
〇
二
〇
年
一
月
、
共
著
）
な
ど
。


